
タ
ト
リ
久
局
、
。
ル

第
五
十
九
巻

第
三
説

卒
成
十
二
年
十
二
月
護
行

天
聴
五
年
大
凌
河
攻
城
戟
か
ら
み
た
ア
イ
シ
ン
園
政
権
の
構
造

楠

木

賢

道

は

じ

め

に

一
大
凌
河
遠
征
軍
の
召
集

二
大
凌
河
遠
征
軍
の
編
成
と
布
陣

三
大
凌
河
攻
城
殿
前
後
の
バ
ヨ
ト
旗

回
大
凌
河
攻
城
験
前
後
の
パ

l
リ
ン
部
・
ジ
ャ
ル
l
ト
部

お

わ

り

に

-1-

t工

じ

め

本
論
文
は
、
天
聴
五
年
三
六
三
一
)
の
大
凌
河
城
(
現
在
の
遼
寧
省
錦
鯨
)
攻
城
戦
に
お
け
る
ア
イ
シ
ン
園
〈
〉

E
E
のロ

E
ロ
〉
軍
の
布
陣
・
用

兵
、
及
び
ア
イ
シ
ン
園
軍
を
構
成
す
る
各
軍
国
の
来
歴
を
手
が
か
り
に
、

政
権
構
想
を
検
討
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

天
聴
五
年
は
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
大
清
皇
帝
即
位
(
天
聴
一

O
年
・
崇
徳
元
年
、
二
ハ
一
一
ヱ
ハ
〉

ア
イ
シ
ン
国
政
権
の
構
造
・
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
(
足
。
口
問
、
『
曲
C
C

の

395 

に
至
る
ア
イ
シ
ン
国
政
権
の
震
展
史
上
、
重
要
な
年



396 

で
あ
っ
た
。
ま
ず
一
月
に
大
将
軍
砲
鋳
造
が
成
功
し
、
悩
ま
さ
れ
績
け
た
新
兵
器
を
ア
イ
シ
ン
圏
内
で
製
造
し
、
以
後
の
戦
闘
で
組
織
的
に
用

ハ
1
)

い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
七
月
八
日
に
は
、

六
部
(
ロ
ル
ロ
岡
町

E
Y『
官
ロ
〉
が
設
置
さ
れ
る
。
各
種
の
史
料
で
は
、

こ
の
日
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
各

部
の
管
理
を
ド
ル
ゴ
ン

(
U
2
m
g
)
ら
ベ
イ
レ

(ro--o
〉
に
委
ね
、

(曲目

E
回
目
白
目

r
g〉
以
下
の
官
員
を
任
命
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
『
天
聴
五
年
槍
』

ハ
2
)

兵
部

(
n
o
o
E
ニ
ロ
『
官
と
に
委
ね
ら
れ
た
例
が
散
見
す
る
ほ
か
、
嘗
時
の
六
部
が
質
質
的
な
行
政
を
捨
賞
し
た
形
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
。

さ
ら
に
各
部
に
は
ベ
イ
レ
ら
の
も
と
、

承
政

(ω-FE
曲目

r
g〉
・
参
政

『
蓄
橋
』
か
ら
は
、
停
虜
・
戦
利
品
の
分
配
が

し
Tこ

が
っ
て
こ
れ
を
も
っ
て
六
部
官
制
に
基
づ
く
中
園
的
な
統
治
機
構
を
導
入
し
た
と
は
言
い
難
い
。

む
し
ろ
嘗
時
の
政
模
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
清
初
の
政
権
そ
の
も
の
と
換
言
し
う
る
八
旗

C
島
田
口
岡
田
臼
曲
〉
が
ど
の
よ
う
な
朕
態

ハ
3
)

に
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
雨
紅
旗
を
支
配
す
る
異
母
兄
ダ
イ
シ
ャ
ン

(U
曲
目
相
自
)
を
屈
服
さ
せ
、
銀

藍
旗
旗
王
で
あ
る
従
兄
ア
ミ
ン
(
〉

E
る
を
失
脚
さ
せ
た
の
に
績
い
て
、
天
聴
五
年
の
大
凌
河
攻
城
の
戦
陣
に
お
レ
て
、
正
藍
旗
旗
王
で
あ
る

(

4

)

 

異
母
兄
マ
ン
グ
ル
タ
イ

(
ζ
g
向岡田

-zcを
失
脚
さ
せ
て
い
る
。
雨
白
旗
を
支
配
す
る
ア
ジ
ゲ
(土
日
開
。
〉
・
ド
ル
ゴ
ン

(
O
R
m
g〉
・
ド
ド
(
U
o
E
)

の
同
母
三
兄
弟
が
ま
だ
年
若
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
を
も
っ
て
ホ
ン
タ
イ

ジ
は
名
貫
と
も
に
ハ
ン
と
し
て
、
旗
王
を
含
む
宗
室
の
諸
ベ
イ

-2-

レ
を
製
肘
す
る
立
場
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
ア
イ
シ
ン
園
政
権
の
構
造
と
ホ
ソ
タ
イ
ジ
の
政
権
構
想
を
検
討
す
る
た
め
に
重
要
な
覗
角
は
、

モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
で
あ
る
。
ホ
ン
タ

イ
ジ
は
、
開
順
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
か
ら
必
要
な
軍
事
力
を
引
き
出
す
た
め
に
、
巧
妙
か
っ
着
貫
に
法
支
配
の
質
績
を
積
み
上
げ
て
い
っ
た

(

5

)

 

こ
と
を
、
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
ま
ず
天
聴
二
年
の
封
チ
ャ
ハ
ル

(
C
E『
)
部
戦
に
お
い
て
、
時
順

し
た
内
モ

ン
ゴ
ル
諸
首
長
に
た
い
し
て
出
兵
を
要
請
し
、
従
わ
な
か
っ
た
者
を
屈
服
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
ホ
ン

タ
イ
ジ
は
、
自
分
の
言
が

軍
令
で
あ
る
こ
と
を
、
蹄
順
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
首
長
に
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
の
兵
に
入
旗
と
同
じ
作
戦
行
動

を
取
ら
せ
る
た
め
、

大
規
模
の
も
の
は
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
服
属
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
首
長
と
舎
盟
し
て
、
軍
規
を
定
め
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
聞
か
れ
た
舎
盟
で
最

ホ
ル
チ
ン
(
町
内
O
H
丘
ロ
)
・
ア
ル
H

ホ
ル
チ
ン
(
〉
E
問
。
円
三
ロ
)
・
オ
ン
ニ
ュ
l
ト

(
O
口
問
ロ
互
)
・
四
子

(
U
E
ロ』
50)
部
の
首



長
が
参
集
し
た
天
聴
五
年
四
月
の
イ
ラ
ン

n
チ
ュ
ン
グ
ル

2
2
2
z
m匡
『
〉
で
の
舎
盟
で
あ
る
。

八
旗
の
主
力
と
と
も
に
、
服
属
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
の
兵
を
動
員
し
て
、

そ
し
て
そ
の
お
よ
そ
三
ヶ
月
後
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
明
朝
の
前
線

基
地
、
大
凌
河
城
の
攻
略
を
決
行
す
る
。
こ
の
戦
闘
は
、
従
来
の
突
入
戦
と
は
異
な
り
、
包
圏
戦
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
作
戦
行
動
は
長
期
に

か
つ
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
自
身
が
戦
場
に
赴
き
指
揮
を
執
っ
た
た
め
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
言
行
や
ホ
ン
タ

イ
ジ
の
も
と
に
集
ま
っ
た
情
報
を
記
す
『
天
聴
五
年
楢
』
『
奮
槍
』
に
は
作
戦
や
戦
闘
の
朕
況
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
こ
の
と
き
の
ア
イ
シ
ン
園
の
遠
征
軍
が
満
洲
族
の
軍
事
的
社
曾
組
織
で
あ
る
入
旗
か
ら
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

ま
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
八
旗
と
の
関
係
で
、
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
作
戦
を
立
て
、
包
園
戦
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の

か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
嘗
時
の
ア
イ
シ
ン
園
政
権
の
構
造
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
大
凌
河
攻
城
戦
に
参
加
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
の

来
歴
、
ア
イ
シ

γ
圏
内
で
占
め
る
地
位
と
そ
の
襲
遜
を
分
析
し
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
政
権
構
想
の
一
端
を
解
明
せ
ん
と
試
み
る
。

な
お
こ
の
よ
う
な
覗
角
に
立
っ
て
史
料
を
讃
解
し
、
検
討
す
る
場
合
、
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
満
洲
族
の

わ
た
り
、

軍
事
的
社
舎
組
織
で
あ
る
八
旗
の
各
旗
も
、

(

6

)

 

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
雨
者
を
区
別
す
る
た
め
に
、
前
者
を
「
旗
」
、
後
者
を
「
グ
サ
」
と
記
す
こ
と
に
す
る
。

八
旗
か
ら
抽
出
し
て
編
成
し
た
遠
征
軍
の
各
軍
国
も
、
と
も
に
満
洲
語
原
文
で
は

R
m
gへ
と
表

-3-

大
凌
河
遠
征
軍
の
召
集

天
聴
五
年
七
月
五
日
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
大
凌
河
城
を
攻
略
す
る
た
め
、
ホ
ル
チ
ン
部
の
オ
l
バ

3
0
Z〉
・
オ
ン
ニ
ュ
l
ト
部
の
ス
ン
日
ド
ゥ

レ

γ
3
E
U
R
E同
〉
・
ア
ル
日
ホ
ル
チ

ン
部
の
ダ
ラ
イ
日
チ
ュ
フ
ル
(
ロ
曲
目
色
。
口
宮
る
・
四
子
部
の
セ
ン

ゲ
H

ホ
シ
ョ

l
チ

3
3
m
m一冊

Z
D
加。o
n
c

ハ
7
〉

に
た
い
し
、
配
下
の
兵
を
率
い
て
、
七
月
二
七
日
に
養
息
牧
〈
ペ

g
間
的
百
る
河
畔
の
ド
ヮ
ル
ビ

(
U
R
r
c
に
集
結
す
る
よ
う
命
令
を
下
し
た
。

こ
の
命
令
は
、
同
年
四
月
三
日
に
ホ
ル
チ
ン
部
長
オ
ー
バ
の
諌
言
を
受
け
入
れ
て
、
チ
ャ
ハ
ル
部
遠
征
を
取
り
や
め
た
際
に
、
八
旗
を
率
い
る

ベ
イ
レ
ら
に
書
き
迭
っ
た
手
紙
の
「
今
秋
、
我
ら
の
前
言
の
通
り
に
明
に
向
か
っ
て
い
っ
て
」
と
い
う

一
簡
を
貫
行
に
移
す
た
め
の
も
の
で
あ

397 
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モε
『
奮
槍
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
の
命
令
は
合
計
四
遁
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
モ
ン
ゴ
ル
語
で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
ぷ
白
苫
ロ
ム

Y
H
2
1
w
(
ハ
l
γ

の
勅
令
、
ハ

1
ン
の
旨
〉
と
あ
る
。
ま
た
『
老
槍
』
の
一
該
首
部
分
で
は
凶
回
口

F
Z
8
3
(
ハ
ン
の
旨
)
と
あ
る
。

ン
ニ
ュ
l
ト
・
ア
ル
H

ホ
ル
チ
ン
・
四
子
部
の
首
長
に
は
、
『
奮
槍
』
に
載
る
モ
ン
ゴ
ル
語
の
命
令
と
同
一
の
も
の
が
貫
際
に
、
途
ら
れ
た
も
の

ぷ
白
『
白
ロ
ム
〕
由
同
}
』
『
ww

か
ら
始
ま
る
こ
の
四
遁
の
命
令
に
は
、
命
令
を
下
す
者
(
ア
イ
シ
ソ
園
ハ
ン
た
る
ホ
ン
タ
イ
ジ
)
と
受
け
取
る

ホ
ル
チ
ン
・
オ

と
考
え
ら
れ
、

者
(
錆
順
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
諸
首
長
)
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
各
首
長
に
こ
の
関
係
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
た
だ
彼
ら
の
牧
地
が
大
凌
河
か
ら
比
較
的
遠
か
っ
た
た
め
、
動
員
を
命
令
し
た
兵
は
多
く
な
く
、
ホ
ル
チ
ン
部
長
オ
l
バ
に
た
い

し
て
は
「
明
に
兵
を
動
員
し
て
出
征
す
る
と
き
、
ホ
シ
ュ
l
ン

E
o
a
E回
)
毎
に
各
一

O
O名
の
兵
が
出
る
と
い
っ
て
い
た
。
各
一

O
O名
の

(

9

)

 

各
五

O
名
の
兵
が
出
て
こ
い
」
と
命
令
し
、

兵
が
出
る
の
は
結
構
だ
が
、

オ
ン
ニ
ュ

I
ト
部
長
ス
ン
"
ド
ゥ
レ
ン
に
劃
し
て
は
「
〔
オ
ン
ニ
ユ

ー
ト
部
の
〕

ン
か
ら
タ
イ
ジ
一
名
が
、

〔
ア
ル
日
ホ
ル
チ
ン
部
の
〕
ダ
ラ
イ
〔
H

チ
今
ル
〕
の
ホ
シ
ナ
l

(

m

)

 

か
ら
タ
イ
ジ
一
名
が
、
各
一

O
O名
の
兵
を
率
い
て
来
い
」
と
命
令
し
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る

「
ホ
シ
ュ

l
ン
」
が
、
天
聴
五
年
歯
時
具
瞳
的
に
何
を
指
し
て
い
た
の
か
剣
然
と
し
な
い
が
、
天
聴
八
年
以
後
、
旗
に
倣
っ
て
編
立
さ
れ
る
外

(

日

)

オ
ン
ニ
ュ
l
ト
部
二
旗
・
ア
ル
H

ホ
ル
チ
ン
部
一
旗
・
四
子
部
一
旗
で
あ
り
、
上
記
の
ホ
シ
ュ
l
ン
の
数
と
一
致
す

四
子
〔
部
〕

- 4ー

ス
ン
H

ド
ゥ
レ
ン
の
二
ホ
シ
ュ
l
ン
か
ら
タ
イ
ジ
二
名
が
、

藩
モ
ン
ゴ
ル
の
旗
は
、

る
。
し
た
が
っ
て
上
記
「
ホ
シ
ュ
l
ン
」
は
後
に
外
藩
モ
ン
ゴ
ル
の
旗
に
編
成
さ
れ
る
遊
牧
集
固
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
と
、

ハ

ロ

)

(

臼

)

ホ
ル
チ
ン
部
の
「
ホ
シ
ュ
l
ン
」
は
一
一
旗
に
編
成
さ
れ
、
後
に
一

O
旗
と
な
る
各
遊
牧
集
圏
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ホ
ル
チ

ン
部
全
睡
で
は
五
五

O
名
Q
O
X
H
H
)

の
兵
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
ホ
シ
ュ
l
ン
」
の
部
分
は
、
『
老
楢
』
で
は
「
旗
(
間
口
目
白
)
」

と
な
っ
て
い
る
。

七
月
九
日
に
は
、

ア
オ
ハ
ン
(
〉

org)
・
ナ
イ
マ
ン

(
Z巳
自

g〉
・
パ

l
リ
ン
(
∞
白
江
口
)
・
ジ
ャ
ル

I
ト
己
同
E
。
部
の
首
長
に
も
、

(

U

)

 

七
月
二
七
日
に
ド
ゥ
ル
ビ
に
集
結
す
る
よ
う
命
令
を
下
し
た
。
た
だ
牧
地
が
大
凌
河
城
に
比
較
的
近
い
た
め
、
ホ
ル
チ
ン
部

配
下

の
兵
を
率
い
て
、

等
の
場
合
と
は
異
な
り
、
こ
の
四
部
に
た
い
し
て
は
家
畜
を
見
張
る
者
以
外
の
全
て
の
者
を
動
員
せ
よ
と
命
令
し
て
い
る
。
ま
た
ハ
ラ
チ
ン



(
聞
内
同
『
曲

n
E〉
・
ト
ゥ
メ
ト
(
、
円
ロ
B
O
C
部
に
も
動
員
の
命
令
を
下
し
た
よ
う
で
、

「
ト
ヮ
メ
ト
に
使
者
と
し
て
行
っ
た
ボ
ボ
イ

S
o
r
o
C
が
到
着
し
た
」
と
あ
る
。

遠
征
軍
を
管
轄
す
る
主
公
守
口
)
を
任
命

『
奮
槍
』
第
七
加
、
三
四
四
二
頁
、
天
聴
五
年
七
月
一
七
日
傑

(『老
楢
』
太
宗
二
、
五
一
一
一
頁
)
に
は

七
月
一
八
日
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
大
ベ
イ
レ
で
あ
る
ダ
イ
シ
ャ
ン
・
マ
ン
グ
ル
タ
イ
ら
を
集
め
て
、

し
た
。
こ
の
こ
と
を
記
し
て
『
天
聴
五
年
櫨
』
の
同
日
僚
に
は
、

グ
サ
の
主
の
南
側
に
各
一
名
の
メ
イ
レ
ン
(
日
2
3巴
の
主
、
各
ジ
ャ
ラ
ン

(
E
E
)
に
各
一
名
の
ジ
ャ
ラ
ン
の
主
を
任
じ
た
。

と
あ
る
。
こ
の
グ
サ
の
主
・
メ
イ
レ
ン
の
主
・
ジ
ャ
ラ
ン
の
主
が
、

満
洲
族
の
軍
事
的
世
舎
組
織
で
あ
る
八
旗
の
官
職
〈
後
の
都
統
・
副
都
統
・

参
領
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
と
き
に
新
た
に
メ
イ
レ
ン
の
主
・
ジ
ャ
ラ
ン
の
主
を
任
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
グ
サ
と
は
、

八
旗
の
各
旗
か
ら
抽
出
し
て
編
成
し
た
軍
国
の
こ
と
で
あ
り
、

は
、
こ
の
グ
サ
の
下
部
組
織
で
あ
る
部
陵
を
管
轄
す
る
臨
時
の
役
職
「
委
官
官

Z
E
E
Fロ
ど
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
上
記
史
料
で

(

お

)

八
旗
の
各
旗
の
主
(
後
の
都
統
〉
が
兼
ね
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ

メ
イ
レ
ン
の
主
・
ジ
ャ
ラ
ン
の
主

は
、
各
軍
圏
を
率
い
る
グ
サ
の
主
は
新
た
に
任
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

- 5ー

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
「
漢
人
の
兵
の
主
(
ロ

F
E
n
s
z
-
2
8
)
で
あ
る
修
養
性
に
委
ね
て
紅
衣
砲
・
大
将
軍
砲
を
合
計
四

O
門
持
っ
て
行

か
せ
、
渚
陽
留
守
居
役
を
ド
ゥ
ド
ゥ
〈

U
Eロ
)
・
サ
ハ
リ
ヤ
ン
〈
ωち曲

-fg)
・
ホ

l
ゲ
(
河
口
D

問
。
)
に
任
せ
る
こ
と
を
決
め
た
。

の
日
、さ

ら
に
『
天
聴
五
年
槍
』
七
月
二

O
日
僚
に
よ
る
と
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
以
下
の
よ
う
な
布
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

一
分
を
駐
留
さ
せ
る
。
藩
陽
城
に
ジ
ム
シ
ェ
ン
(
』
ロ
加

g〉
兵
は
二

0
0
0名
駐
す
る
。
サ
ル
フ

(
r
p口
)
・
東
京
・
鞍
山
・
海
州
・
牛
荘
・
耀
州
、
こ
の
六
城
に
各
四

O
O名
駐
す
る
。
ま
だ
兵
六

O
O名

は
任
務
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
上
、
蒙
古
の
駐
兵
が
い
る
。
:
:
:
城
を
見
張
る
漢
人
の
兵
は
一
三
六

O
名
い
る
。

一
ニ
ル
の
甲
土

(
Z
E
5
)
六
O
名
を
三
分
し
て

二
分
率
い
て
行
く
。

J
E
E
-
-
に
は
「
よ
ろ
い
」
及
び
「
よ
ろ
い
を
着
け
た
正
規
兵
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
後
者
の
意
味
で
あ
る
の
で
「
甲
土
」

と
-
諜
し
て
あ
る
。
「
満
洲

(
F
P
Z
Z
)
兵
」
で
は
な
く
、
「
ジ

ム
シ
ェ
ン
兵
」
と
あ
る
の
は
、
『
天
聴
五
年
槍
』
が
天
聴
九
年
以
前
に
作
成
さ

(
国
)

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
甲
士
六

O
名
と
い
う
数
字
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
天
聴
・
崇
徳
年
聞
に
お
い
て

399 
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fi. 

一
ニ
ル
は
壮
丁
二

O
O名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
こ
の
仕
丁
す
べ
て
が
甲
土
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

『
太
宗
貫
録
』
袋
五
五
、

崇
徳
六
年
(
一
六
四
一
)
四
月
一
九
日
僚
に
は

名
を
甲
士
と
せ
よ
。

上
識
で
、
大
政
般
に
皆
の
者
を
集
め
て
、
宣
布
し
た
言
「
八
家
に
そ
れ
ぞ
れ
所
属
す
る
各
ニ
ル
は
、
:
:
:
満
洲
の
社
丁
三
名
に
つ
き
、

〔
各
ニ
ル
の
甲
土
が
〕
六

O
名
よ
り
多
か
ろ
う
と
少
な
か
ろ
う
と
、
社
丁
三
名
に
つ
き
一
名
の
計
算
で
甲
土
と
せ
よ

:・」

Lι

。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
満
洲
ニ
ル
に
お
い
て
壮
丁
三
名
に
つ
き
一
名
を
甲
土
と
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
と
、
以
前
か
ら

六
O
名
を
一
ニ
ル
の
甲
土
の
基
準
数
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
聴
五
年
時
黙
で
も
明
文
化
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
お
そ
ら
く

一
ニ
ル
の
壮
丁
二

O
O
名
の
な
か
か
ら
六
O
名
が
甲
土
と
な

っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
判
断
す
る
と
、
上
記
『
天
聴
五
年
槍
』
の
記
載
か
ら
は
、
満
洲
兵
の
三
分
の
こ
を
出
征
部
隊
と
し
、
三
分
の
一
を

留
守
部
隊
と
し
た
こ
と
、

一
ニ
ル
に
つ
き
二

O
名
の
満
洲
兵
の
留
守
部
隊
が
合
計
五

O
O
O名

Q-OCD-zg×
∞
+
8
3
と
な
る
こ
と
が
わ
か

-6-

る
。
ま
た
出
征
部
陵
の
満
洲
兵
は
留
守
部
隊
の
二
倍
で
あ
る
か
ら
一
高
名
と
な
り
、
嘗
時
の
入
旗
の
満
洲
兵
は
一
高
五

O
O
O名
G
・0
0
0
+

5
・0
0
0
)
、
二
五

O
ニ
ル

(
5・8
0

+

g

)

と
な
る
。

阿
南
惟
敬
氏
は
、

天
聴
八
年
に
お
け
る
そ
れ

サ
ル
フ
戦
が
行
わ
れ
た
天
命
四
年
(
一
六
一
九
)
に
お
け
る
満
洲
ニ
ル
数
を
約
二

O
O
ニ
ル
、

(

ロ

)

を
二
五

O
ニ
ル
以
下
と
し
て
い
る
。
天
聴
五
年
時
黙
で
二
五

O
ニ
ル
と
い
う
数
字
は
阿
南
説
よ
り
若
干
多
い
が
、
こ
れ
は
嘗
時
の
ニ
ル
数
と
満

ニ
ル
に
編
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
満
洲
兵
同
様
に
、
三
分
の
一
が
留
守

洲
兵
数
の
目
安
と
な
る
数
字
で
あ
る
。
ま
た
や
田
時
の
漢
人
兵
は
、

部
隊
と
な
り
、
三
分
の
二
が
出
征
部
隊
と
な
っ
た
と
す
る
と
、
留
守
部
隊
の
漢
人
兵
は
一
一
一
一
六

O
名
い
る
の
で
、

そ
の
二
倍
で
あ
る
二
七
二

O

名
の
出
征
部
陵
を
想
定
で
き
、
嘗
時
の
漢
人
兵
の
合
計
は
四

O
入
O
名
と
な
る
。
さ
ら
に
ア
イ
シ
ン
園
軍
に
編
入
さ
れ
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
兵
が

い
た
こ
と
も
わ
か
る
が
、
そ
の
規
模
は
こ
の
史
料
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。



大
凌
河
遠
征
軍
の
編
成
と
布
陣

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
ダ
イ
シ
ャ
ン
ら
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
・
タ
イ
ジ
を
率
い
て
、
堂
子
に
詣
で
て
勝
利
を
祈
願
し
た
後
、
藩
陽
を

(
M
V
 

出
裂
し
、
大
凌
河
城
に
向
か
っ
た
。
ま
た
ホ
ル
チ
ン
な
ど
掃
順
し
た
謹
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
と
の
合
流
の
場
所
と
期
日
は
饗
更
に
な
っ
た
よ

う
で
、
八
月
一
日
に
ア
イ
シ
ン
園
軍
が
嘗
遼
河
畔
に
到
着
し
た
後
、
こ
の
地
で
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
と
合
流
し
た
。
こ
の
と
き
合
流
し
た
の
は
、

七
月
二
七
日
、

「
ホ
ル
チ
ン
・
ア
ル
公
E
)
・
ジ
ャ
ル
l
ト
・
パ

l
リ
ン
・
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
・
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
、

ハ
凹
)

兵
・
騎
兵
、
二
高
名
徐
り
」
で
あ
っ
た
。

に
、
満
洲
兵
一
高
名
、

「ア

ル
」
と
は
、

こ
の
入
路
の
モ
ン
ゴ
ル
の
歩

(
却
)

オ
ン
ニ
ュ

l
ト
・
ア
ル

u
ホ
ル
チ
ン
・
四
子
部
の
こ
と
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う

漢
人
兵
二
七
二

O
名、

そ
れ
に
規
模
は
剣
然
と
し
な
い
が
内
属
し
た
モ
ン
ゴ
ル
兵
が
ア
イ
シ
ン
園
軍
と
し
て
出
征
し

た
。
そ
の
合
計
は
二
高
名
に
満
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
出
征
兵
力
の
過
半
が
、
蹄
順
し
な
が
ら
も
自
ら
の
牧
地
に
留
ま

っ
た
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
度
動
員
さ
れ
た
兵
は
、
ホ
ル
チ
ン
部
五
五

O
名
・

ア
ル
日
ホ
ル
チ
ン
部
一

O
O名
・
オ
ン
ニ
ュ

l
ト
部
二

O
O名
・
四
子
部
一

O
O名
の
合
計
九
五

O
名
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

- 7 ー

て
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
二
高
名
の
ほ
と
ん
ど
が
、

ジ
ャ
ル

l
ト
・
バ

I
リ
ン
・
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン

・
ハ
ラ
チ

ン
・
ト
ゥ
メ
ト
部
の
者
だ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

ア
イ
シ
γ
園
軍
が
奮
遼
河
畔
で
謹
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
と
合
流
し
た
翌
八
月
二
日
、
ア
イ
シ
ン
園
軍
を
管
轄
す
る
ベ
イ
レ
・
大
臣
ら
と
、

合
流
し
た
法
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
の
首
長
ら
に
た
い
し
て
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
そ
れ
ぞ
れ
命
令
を
下
し
た
。

ア
イ
シ
ン
園
軍
を
管
轄
す
る
ベ
イ
レ
・
大
臣
ら
に
下
し
た
命
令
に
つ
い
て
『
天
聴
五
年
檎
』
八
月
二
日
僚
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ

ま
ず
、

る。

ノ、

ン

〔
ホ
ン
タ
イ
ジ
〕
と
二
人
の
ベ
イ
レ

401 

相
談
し
て
、

入
旗
の
大
臣
ら
、

「
衆
タ
イ
ジ
ら
は
来
い
」
と
言
っ
て
、

モ
ン
ゴ
ル
の
ベ
イ
レ
ら
・
大
臣
ら
、
漢
人
の
大
臣
ら
を
み
な
集
め
て
、

〔
ダ
イ
シ
ャ
ン
・
マ
ン
グ
ル
タ
イ
〕

~ì 

〔
三
人
は
〕

「
ジ
ュ
シ
ェ
ン
・
モ
ン
ゴ
ル
・
漢
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人
の
衆
ベ
イ
レ
ら
・
大
臣
ら
よ
、
汝
ら
が
各
々
考
え
た
こ
と
を
語
れ
。
我
ら
の
園
が
明
を
征
討
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
達
成

で
き
る
か
。
ど
う
な
れ
ば
残
る
か
。
汝
ら
は
各
々
グ
サ
ご
と
に
分
か
れ
て
議
論
せ
よ
」
と
語
っ
た
の
で
、

ジ
ュ
シ
ェ

γ
・
モ
ン
ゴ
ル
・
漢

人
の
大
臣
ら
は
一
一
一
一
ケ
所
に
集
ま
っ
て
座
し
て
議
論
し
た
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
こ
と
は
、

ア
イ
シ
ン
園
の
遠
征
軍
が
八
旗
か
ら
抽
出
し
て
編
成
さ
れ
た
八
個
の
グ
サ
か
ら
な
っ
て
い
た
の
で

は
な
く
、

「
ジ
ュ
シ
ェ
ン
・
モ
ン
ゴ
ル
・
漢
人
の
大
臣
ら
は
一
一
一
一
カ
所
に
集
ま
っ
て
坐
し
て
一
と
あ
る
よ
う
に
、

一
三
個
の
グ
サ
か
ら
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

グ
サ
を
管
轄
す
る
モ
ン
ゴ
ル
が
お
り
、
彼
ら
の
な
か
に
は
ベ
イ
レ
と
稿
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
ア
イ

シ
ン
園
宗
室
と
封
等
の
立
場
に
あ
る
も
の
が
い
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
s

つ
い
て
ア
イ
シ
ン
園
軍
に
合
流
し
た
没
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
に
た
い
し
て
、

(

幻

)

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
以
下
の
よ
う
に
命
令
を
下
し
た
。

我
ら
を
天
が
慈
し
み
合
わ
せ
た
の
で
、

一
つ
の
園
、

一
つ
の
法
で
あ
る
ぞ
。
我
ら
の
兵
が
明
の
領
土
に
進
入
し
て
、
天
が
慈
し
ん
で
行
動

父
子
・
夫
婦
を
引
き
離
す
な
。
着
衣
を

(

幻

〉

剥
ぎ
取
る
な
。
た
だ
の
民
を
殺
し
た
り
、
着
衣
を
剥
ぎ
取
れ
ば
、
停
虜
を
削
っ
て
告
白
者
に
興
え
る
。
二
七
回
鞭
打
つ
。
各
ホ
シ
ュ

I
ン

し
た
場
合
に
は
、
敵
劃
す
る
兵
を
殺
す
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
の
民
を
殺
す
な
。
倖
虜
を
得
れ
ば
、

- 8 ー

の
主
ら
は
各
々
兵
が
よ
く
理
解
す
る
ま
で
語
れ
。
ま
た
兵
が
別
れ
て
い
っ
て
、
少
し
で
も
妄
り
に
掠
奪
を
行
っ
た
り
す
る
な
。
妄
り
に
行

っ
て
殺
さ
れ
れ
ば
我
ら
の
名
を
落
と
す
ぞ
。
我
ら
が
今
春
、
舎
盟
し
た
と
き
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
、

一
つ
の
法
で
行
い
た
い
と
い
っ
て
い

た
。
法
に
背
く
な
。

(

お

)

前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
出
征
し
た
場
合
は
、

ジ
は
繰
り
返
し
強
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
イ
シ
ン
園
軍
と
同
じ
法
を
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
も
ホ
ン
タ
イ

「
我
ら
が
今
春
、
曾
盟
し
た
と
き
」
の
「
曾
盟
」
と
は
、
前
述
の
イ
ラ
ン

u
チ
ュ
ン
グ
ル
の
曾
盟

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
曾
盟
し
て
天
に
誓
約
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
法
を
守
れ
と
、
単
に
理
念
的
な
問
題
と
し
て
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
要
求
し

た
の
で
は
な
い
。
翌
三
日
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
、

(

出

)

(

お

)

一
ニ
ル
に
つ
き
各
五
名
の
バ
ヤ
ラ

(
Z
3
5
)、
各
五
名
の
皆
兵
(
H
口
問

F
n
o
o
E
〉
、
蒙
古
の
ニ
グ
サ
全
て
、
遺
外
の
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
全
て
、



こ
れ
に
デ
ゲ
レ
イ
H

タ
イ
ジ

(Uomo}
色、

2
-
5
・
ア
ジ
ゲ
H

タ
イ
ジ
・
ヨ
ト
“
タ
イ
ジ
(

J

円
。
件
。
、
『
曲
目
ち
を
主
と
し
て
、

馬
で
駈
け
な
が

と
し、

つら
て義
L、外|
るの
よ道

う(を
Vこ26干丁
、)け

ア
ゲ

レ

イ

ア
シ
ゲ

ヨ

ト
の
統
轄
の
も
と

モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
と
八
旗
か
ら
抽
出
し
て
編
成
し
た
ア
イ
シ
ン
園
軍

と
に
共
同
で
作
戦
行
動
を
取
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
ア
イ
シ
ン
園
軍
に
合
流
し
た
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
に
同
じ
軍
規
を
守
ら
せ
る
こ

と
が
、
現
賓
の
作
戦
窪
行
上
、

不
可
飲
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
遁
外
の
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
」
と
並
列
で
記
さ
れ
て
い
る
「
蒙
古
の
ニ
グ
サ
」

は
、
も
ち
ろ
ん
漫
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
の
一
部
で
は
な
い
。
上
述
の
ア
イ
シ
ン
国
軍
二
ニ
グ
サ
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

『
天
聴
五
年
楢
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が

『
奮
檎
」
第
七
加
、
三
四
八
六
頁
、
天
聴
五
年
八
月
三
日
保
(
『
老
楢
』
太
宗
、
五
二
九
頁
〉
に

は
、
以
下
の
よ
う
に
後
段
が
記
さ
れ
て
い
る
。

我
ら
は
白
土
廠
の
道
を
入
っ
て
、
贋
寧
の
大
道
を
行
く
。
六
日
に
大
凌
河
で
合
流
し
た
い
。

- 9ー

こ
の
言
の
と
お
り
、
雨
路
に
分
か
れ
て
進
ん
だ
ア
イ
シ
ン
園
軍
と
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
と
は
と
も
に
、
組
大
事
胃
率
い
る
明
軍
が
守
る
大
凌
河
城
に

(

幻

)

到
達
し
、
各
軍
闘
は
相
互
に
隙
聞
が
で
き
な
い
よ
う
に
陣
営
を
設
け
た
。
そ
し
て
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
大
凌
河
城
を
直
接
攻
撃
す
れ
ば
、
兵
力
を

消
耗
し
、
損
害
を
被
る
と
い
う
剣
断
か
ら
、
大
凌
河
城
の
周
固
に
二
重
の
壕
を
掘
っ
て
、
壕
の
外
側
に
堵
を
築
く
包
圏
作
戦
を
と
っ
た
。
濠
・

塘
の
建
設
に
は
、
遠
方
か
ら
出
征
し
た
ホ
ル
チ
ン
・
オ
ン
一
L
l
ト
・
ア
ル
H

ホ
ル
チ
ン
・
四
子
部
以
外
の
全
て
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
と
、

(
却
)

イ
シ
ン
園
軍
が
従
事
し
た
。

ア

壕
・
堵
の
外
側
の
ど
の
方
位
に
ど
の
軍
国
が
布
陣
し
た
か

『
天
聴
五
年
櫨
』

『
奮
楼
』
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
記
載
が
な
い
が
、
各
種
の
貫

録
に
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
『
太
宗
貫
録
』
巻
九
、
天
聴
五
年
八
月
七
日
僚
か
ら
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
ベ
イ
レ
ら
・
大
臣
ら
に
下
し
た
命
令
の
一

部
を
引
用
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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北
面
の
西
を
正
策
の
グ
サ
の
主
レ
ン
ゲ
リ

(
r
g
m
m
g
〉
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
園
ん
で
留
ま
れ
。
北
面
の
東
を
鑑
賞
の
グ
サ
の
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主
ダ
ル
ハ
ン

u

エ
フ

(
U
R
r
g
E
C
)
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
囲
ん
で
留
ま
れ
。

ア
パ
タ
イ
日
ベ
イ
レ
(
〉
『
脳
陣
州
己
回
巴
『
)
が
パ
ヤ

ラ
の
兵
を
率
い
て
後
方
を
固
め
よ
。
南
面
の
中
央
を
正
藍
の
グ
サ
の
主
ギ
オ
ロ
日
セ
レ

3
5
0
ω
号
)
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て

閏
ん
で
留
ま
れ
。

マ
ン
グ
ル
タ
イ
・
デ
ゲ
レ
イ
の
二
ベ
イ
レ
が
バ
ヤ
ラ
の
兵
を
率
い
て
後
方
を
固
め
よ
。
南
面
の
西
を
鍾
藍
の
グ
サ
の
主

宗
室
フ
ィ
ヤ
ン
グ
H

ア
ゲ
(
司
】
ヨ
ロ
問
問
口
〉
向
。
)
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
圏
ん
で
留
ま
れ
。

ジ
ル
ガ
ラ
ン
H

ベ
イ
レ
(
』
町
四
巳
曲
ロ
岡

FH-o)
が
パ
ヤ
ラ
の
兵
を
率
い
て
後
方
を
固
め
よ
。
南
面
の
東
を
蒙
古
の
グ
サ
の
主
ウ
ネ
ゲ

(C
E
向
。
)
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て

圏
ん
で
留
ま
れ
。

日
が
昇
る
東
面
の
北
を
正
自
の
グ
サ
の
主
カ
ク
ド
ゥ
リ
(
穴
釦

E
Eる
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
園
ん
で
留
ま
れ
。

エ
ル
ケ
H

チ
ュ
フ
ル
H

ベ
イ
レ
(
尽
rゅ
の
口
r
R
F
ニ
O
)

〔
ド
ド
〕
が
バ
ヤ
ラ
の
兵
を
率
い
て
後
方
を
固
め
よ
。

白
の
グ
サ
の
主
イ
ル
デ
ン

(
H
E
g〉
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
園
ん
で
留
ま
れ
。

日
が
昇
る
東
面
の
南
を
鍾

メ
ル
ゲ
ン
H

ダ
イ
チ
ン

u
ベ
イ
レ
(
玄
2
m
g

U
E
n
E
F
-
-
o)
〔
ド
ル
ゴ
ン
]
が
パ
ヤ
ラ
の
兵
を
率
い
て
後
方
を
固
め
よ
。

日
が
沈
む
西
面
の
北
を
正
紅
の
グ
サ
の
主
ホ
シ
ョ
ト
ヮ
H

エ

- 10ー

フ
(
回
。
加
え
ロ

E
Z〉
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
圏
ん
で
留
ま
れ
。

ア
ン
パ
日
ベ
イ
レ
(
〉

B
Z
∞2-o)
〔
ダ
イ
シ
ャ
ン
〕
が
パ
ヤ
ラ
の

丘
〈
を
率
い
て
後
方
を
固
め
よ
。

日
が
沈
む
西
面
の
中
央
を
蒙
古
の
グ
サ
の
主
オ
ボ
ン
ド
イ

3zzoじ
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
園

ん
で
留
ま
れ
。

日
が
沈
む
西
面
の
南
を
鐘
紅
の
グ
サ
の
主
イ
ェ
ン
チ
ェ
ン
〈
〈

g
sロ
)
が
自
分
の
グ
サ
の
兵
を
率
い
て
圏
ん
で
留
ま
れ
。

さ
ら
に
蹄
順
し
た
各
路
の
モ
ン
ゴ
ル
の
ベ
イ
レ
ら
の
兵
は
、

れ
。
女
婿
総
兵
官
修
養
性
は
紅
衣
砲
・
将
軍
砲
の
重
兵
(
三
g
n
o
o
r
る
を
率
い
て
錦
州
の
方
の
大
路
を
固
め
て
留
ま
れ
。
兵
の
主
ら
は

み
な
、
各
々
自
分
た
ち
の
持
ち
場
を
確
買
に
見
張
れ
。
域
の
中
か
ら
一
人
も
出
す
な
。

ヨ
ト
N

ベ
イ
レ
が
パ
ヤ
ラ
の
兵
を
率
い
て
後
方
を
固
め
よ
。

空
隙
に
留
ま

こ
の
布
陣
を
圃
示
す
る
と
、
園
-

大
凌
河
攻
城
鞍
園
①
と
な
る
。
各
グ
サ
の
主
が
皆
兵
を
率
い
て
前
方
に
あ
り
、

そ
の
グ
サ
の
旗
王
が
バ

ヤ
ラ
を
率
い
て
後
方
を
固
め
る
と
い
う
布
陣
に
な
っ
て
い
る
。
嘗
然
レ
ン
ゲ
リ
率
い
る
正
黄
の
グ
サ
の
後
方
に
正
寅
旗
の
旗
王
ホ
ン
タ
イ
ジ
が

バ
ヤ
ラ
を
率
い
て
布
陣
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
布
陣
の
記
述
は
、
『
天
聴
五
年
楼
』
『
蓄
楼
』
に
残
さ
れ
て
い
る
個
別
戦
闘
の
記
録
と
矛

「
蹄
順
し
た
各
路
の
モ
ン
ゴ
ル
の
ベ
イ
レ
ら
の
兵
は
、
空
隙
に
留
ま
れ
」

盾
し
な
い
。
た
だ
港
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
の
布
陣
に
つ
い
て
は
、
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と
あ
る
の
み
で
、
具
韓
的
な
位
置
関
係
は
判
明
し
な
い
。
ま
た
修
養
性
率
い
る
砲
兵
部
隊
を

J
」

g
n
g
rへ
と
記
し
た
の
は
、
『
太
宗
貫
録
』

編
纂
者
の
誤
解
で
あ
る
。

首
時
、
卒
常
時
に
お
い
て
八
旗
か
ら
濁
立
し
て
編
成
し
た
漢
人
の
旗
(漢
軍、

三
2
2
0
E)
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

ま
た
砲
兵
部
隊
を
構
成
し
た
漢
人
が
濁
自
の

一一
ル
に
編
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
修
養
性
率
い
る
砲
兵
部
隊
は
、
首

の
グ
サ
」
と
稿
さ
れ
、
構
成
員
で
あ
る
漢
人
は
、
卒
常
時
に
お
い
て
八
旗
の
満
洲

漢
人
グ
サ
(
砲
兵
部
隊
)
を
構
成
し
、
修
養
性
の

は
確
認
で
き
ず
、

時
一
般
に
「
シ
H

ウ
リ
H

エ

7
3
M
C
E
E
C
〉
〔
修
養
性
〕

ニ
ル
に
批
丁
と
し
て
編
入
さ
れ
て
お
り
、
戦
時
に
お
い
て
各
満
洲
ニ
ル
か
ら
抽
出
さ
れ
て
、

指
揮
下
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
漢
人
の
砲
兵
部
隊
が

己
]
巾
ロ

円。or同
三

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

天
聴
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
ニ
ル
編
成
を
伴
っ
た
軍
事
的
社
曾
組
織
で
あ
る
旗
二
個
に
編
成
さ
れ
る
の
は
崇
徳
二
年
三
六
三
七
)
の
こ
と
で
あ
り
、

(
m
m
)
 

四
年
に
四
旗
編
成
と
な
り
、
同
七
年
に
八
旗
編
成
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
天
聴
五
年
嘗
時
、
こ
の
漢
人
の
砲
兵
部
隊
を
率
い
る
修
養
性
は
、

」
れ
が
崇
徳

前
述
し
た
よ
う
に
「
漢
人
の
兵
の
主
(
巳

r
g
B
o
z
-
と

g〉
」
と
帯
さ
れ
て
い
た
。

上
記
史
料
か
ら
は
、

八
旗
か
ら
編
成
し
た
八
個
の
グ
サ
と
修
養
性
の
率
い
る
漢
人
グ
サ
の
ほ
か
、

オ
ボ
ン
ド
イ
・
ウ
ネ
ゲ
が
率
い
る
二
つ
の

- 12ー

蒙
古
グ
サ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
が
前
掲
の
『
天
聴
五
年
槍
』
八
月
三
日
篠
に
あ
ら
わ
れ
る
「
蒙
古
の
二
グ
サ
」
の
こ

と
で
あ
る
。
張
菅
藩
・
郭
成
康
の
雨
氏
に
よ
れ
ば
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
時
代
以
来
、
少
人
数
で
内
腐
を
希
望
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人
が
し
ば
し
ば
現
れ
た

が
、
彼
ら
は
ニ
ル
に
編
成
さ
れ
、
八
旗
の
各
旗
に
分
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
遅
く
と
も
天
聴
四
年
ま
で
に
各
旗
に
五
個
の
蒙
古
一
一
ル
が
配
属
さ

れ
た
。
た
だ
朝
賀
の
儀
雄
や
遠
征
に
お
い
て
は
、
各
旗
か
ら
抽
出
さ
れ
、
ウ
ネ
ゲ
と
オ
ボ
ン
ド
イ
に
率
い
ら
れ
る
濁
立
の
グ
サ
を
構
成
し
て
い

(
ぬ
)

た
の
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

『
太
宗
貫
録
』
天
聴
五
年
八
月
七
日
僚
は
、
大
凌
河
攻
域
戦
の
ア
イ
シ
ン
園
軍
が
満
洲
入
グ
サ
・
蒙
古
ニ
グ
サ
・
漢
人
一

グ
サ
の
合
計
一
一
グ
サ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

し
か
し
前
掲
『
天
聴
五
年
槍
』
八
月
二
日
僚
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

ア

イ
シ
ン
図
軍
は
一
一
一一
グ
サ
か
ら
な

っ
て
レ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

一
三
グ
サ
に
は
ベ
イ
レ
の
稽
読
を
持
つ
モ
ン
ゴ
ル
の
首
長
が
率
い
る

ク
サ
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。



構
成
が
判
明
し
た
上
記
の
一
一
グ
サ
以
外
の
軍
圏
の
布
陣
を
示
す
史
料
と
し
て
、

陣
営
か
ら
溶
陽
に
、
選
っ
た
報
告
の
一
簡
が
あ
る
。

『
天
聴
五
年
槍
』
九
月
三
日
僚
に
牧
め
ら
れ
る
大
凌
河
の

〔
八
月
〕
一
一
一

O
日
に
大
凌
河
城
の
漢
人
が
出
て
、
門
の
南
の
蓋
を
攻
め
よ
う
と
来
た
の
を
、

南
面
に
宿
営
し
た
鐘
白
、

ウ
ネ
ゲ
日
パ
ク

シ
、
正
藍
、
鐘
藍
、
オ
ボ
ン
ド
イ
、
鐘
紅
、
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
、

が
破
っ
て
、
門
に
追
い
つ
め
て
殺
し
た
。
:
:
:
北
面
に
宿
営
し
た
正
由
、

、
ン
ガ
ン
日
ベ
イ
レ
(
玄
仲
田
町
四
国
ロ
ロ
O

回目。〉、

正
紅
、
こ
の
九
グ
サ

H

エ
フ
(
同
ロ
m
m
o
品。円開問ロ)、

鐘
黄
、

正
賀
、

シ
H

ウ
リ

u
エ
フ
、
バ
l
リ
ン
・
ジ
ャ
ル
l
ト
、

(

幻

)

ト
ゥ
メ
ト
・
ハ
ラ
チ
ン
の
七
グ
サ
は
動
か
な
か
っ
た
。

エ
ン
ゲ
」
ア
ル

す
な
わ
ち
、
大
凌
河
城
を
合
計
一
六
グ
サ
が
包
囲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
う
ち
一
一
グ
サ
の
布
障
を
園
I
と
封
照
す
る
と
、
こ
の
報

告
で
は
大
凌
河
城
包
圏
の
陣
立
て
を
南
北
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
東
か
ら
西
に
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
相
違
貼
は
、
オ
ボ
ン
ド
イ
の
蒙
古

グ
サ
と
鐘
紅
グ
サ
の
配
置
が
逆
轄
し
て
い
る
こ
と
と
、
修
養
性
の
漢
人
グ
サ
が
城
の
西
南
か
ら
東
北
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
の
み
で
あ
り
、
記

述
の
信
愚
性
は
高
い
。
お
そ
ら
く
記
載
さ
れ
て
い
る
一
六
グ
サ
全
て
が
報
告
の
順
番
の
逼
り
東
か
ら
西
に
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
上
記
報
告
か
ら
は
、
遺
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
が
、
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
、
バ
l
リ
ン
・
ジ
ャ
ル

1
ト
、
ト
ヲ
メ
ト
・
ハ
ラ
チ
ン
の

- 13ー

組
み
合
わ
せ
で
連
合
し
、
一
二
つ
の
グ
サ
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
残
る
ミ
ン
ガ
ン
H

ベ
イ
レ
の
グ
サ
と
エ
ン
ゲ
デ
ル
H

エ
フ

の
グ
サ
が
、
ア
イ
シ
ン
園
軍
二
ニ
グ
サ
の
う
ち
、
不
明
で
あ
っ
た
ニ
グ
サ
な
の
で
あ
る
。

ミ
ン
ガ
ン
は
、
天
命
七
年
に
属
民
を
率
い
て
内
属
し
た
ウ
ル

l
ト

(
C
E
円
)
部
の
首
長
で
あ
る
。

七
年
二
月
一
六
日
傑
(
『
老
檎
』
太
租
二
、
五
三
四
頁
)
に
よ
る
と
、

『
奮
槍
』
第
二
加
、

ミ
ン
ガ
ン
ら
ウ
ル
l
ト
部
の
首
長
が
率
い
て
来
た
者
の
な
か
に
は
批
丁
一

O

一
O
二
O
頁
、
天
命

0
0名
が
含
ま
れ
て
い
た
。

エ
ン
ゲ
デ
ル
は
、
囲
網
民
を
率
い
て
天
命
九
年
、
最
終
的
に
内
属
し
た
内
ハ
ル
ハ
五
部
の
一
つ
パ
ヨ
ト
宙
担
当
。
部

の
首
長
で
あ
る
。
こ
の
ミ
ン
ガ
ン
が
率
い
る
ウ
ル
l
ト
部
と
エ
ン
ゲ
デ
ル
が
率
い
る
バ
ヨ
ト
部
に
つ
い
て
、

『
奮
櫨
』
第
二
加
、

一一

O
三
J

一一

O
五
頁
、
天
命
七
年
三
月
二
九
日
篠
(
『
老
楢
」
太
租
二
、
五
三
四
頁
〉
に
、

407 

ノ、

ン

〔
ヌ
ル
ハ
チ
〕
が
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
来
た
ベ
イ
レ
ら
に
書
を
興
え
て
訓
し
た
言
「
我
が
圏
内
で
、

〔内〕

、、
ν

、

ノ

P
J

ノ

〔
の
バ
ヨ
ト
部
〕
か
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ら
来
た
ベ
イ
レ
ら
は
一
旗
と
し
て
暮
ら
せ
守

2
5
0
チ
ャ
ハ
ル

〔
の
ウ
ル

l
ト
部
〕
か
ら
来
た
ベ
イ
レ
ら
は

一
旗
と
し
て
暮
ら
せ

」
と
。

「暮
ら
せ
」
と
卒
常
時
の
こ
と
を
ヌ
ル
ハ
チ
は
命
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
「
旗
」
は
満
洲
族
の
軍
事
的
一
位
舎
組
織

で
あ
る
八
旗
の
各
旗
に
準
じ
る
組
織
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
を
軍
園
で
あ
る
「
グ
サ

」
と
課
す
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
ま
た
第
三
章一
で
詳

述
す
る
が
、

蛍
時
は
ま
だ
バ
ヨ
ト
部
の
主
要
部
分
が
内
属
す
る
前
で
あ
り
、
こ
の
時
貼
で
、
パ
ヨ

ト
旗
に
入
旗
の
各
旗
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
質

と
あ
る
。

態
が
備
わ
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
が
、
エ
ン
ゲ
デ
ル

・
ミ
ン
ガ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
ウ
ル

l
ト
部
の
屡
民

・
パ
ヨ
ト
部
の
腐
民
に
劃

し
て
有
し
て
い
た
支
配
権
を
追
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
圏
を
八
旗
の
各
旗
に
匹
敵
す
る
存
在
と
し
て
、
政
権
内
に
取
り
込
む
と
い
う
方
針
を
明

ら
か
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
大
凌
河
攻
城
戦
に
参
加
し
た

エ
ン
ゲ
デ
ル

リ
エ
フ
の
グ
サ
と
ミ
ン
ガ
ン
H

ベ
イ
レ
の
グ
サ
と
は
、
バ
ヨ
ト

旗
と
ウ
ル

l
ト
旗
か
ら
抽
出
し
て
編
成
し
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
軍
国
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
上
記
『
天
聴
五
年
稽
』
九
月
三
日
僚
に
牧
め
ら
れ
る
大
凌
河
の
陣
営
か
ら
洛
陽
に
迭
っ
た
報
告
の
前
段
に
は
、

ハ
m
M
)

シ
ョ
ト
H

ア
ゲ
(
加
。
件。

〉
向
。
〉
、
グ
サ
毎
に
各
五

O
名
の
バ
ヤ
ラ
、
各
二
名
の
蘇
の
主

(E
F
と

g)、

ア
オ
ハ
ン

・
ナ
イ
マ
ン
の

一
O
O名
、

二
O
名
の
哨
兵
、

ア
ル
・
ホ
ル
チ
ン
の
全
て

ハ
l
リ
ン
・
ジ
ャ
ル

l
ト
の

一
O
O名
は
、
錦

- 14ー

八
月
二

O
日
に
「
ア
ジ
ゲ
H

タ
イ
ジ
、

州

・
松
山
の
道
を
遮
断
す
る
よ
う
駐
せ
」
と
遣
わ
し
て
い
た
。

と
あ
る
。
首
初
修
養
性
の
率
い
る
漢
人
グ
サ
が
駐
し
て
い
た
場
所
に
、
あ
ら
た
め
て
ア
ル
(
オ
ン
ニ
ュ
l
ト
・
ア
ル
H

ホ
ル
チ
ン

・
因
子
部
)
と
ホ

ル
チ
ン
の
全
て
の
兵
を
ア
ジ
ゲ

・
シ
ョ
ト
が
率
い
て
駐
す
る
よ
う
に
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
命
令
し
た
の
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
ア
オ
ハ
ン

・

ナ
イ
マ
ン
部
の
連
合
軍
、
バ
l
リ
ン

・
ジ
ャ
ル

l
ト
部
の
連
合
軍
、
ト
ゥ
メ
ト

・
ハ
ラ
チ
ン
部
の
連
合
軍
が
と
も
に
グ
サ
と
稽
さ
れ
て
い
た
の

で
、
こ
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
オ
ン
ニ
ュ

l
ト
・
ア
ル
日
ホ
ル
チ
ン

・
四
子
部
と
ホ
ル
チ
ン
部
の
連
合
軍
も
、
一
グ
サ
を
構
成
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
凌
河
攻
城
戦
の
包
圏
箪
は
、

ア
イ
シ
ン
園
軍
の

一
三
グ
サ
と
過
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
の
四
グ
サ
の
合
計

一
七
グ
サ
で
構
成

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。



'錦州へ

事

トヮメト部・ハラチン部

ダイシャン 正紅

ミンガン(ウ/レート部)

ヨト 鍾紅

アオハン部・ナイマン部

鐙藍

ホンタイジ

正策

塘

二重の壕

日

正藍

アパタイ

鐘黄 エンゲデル(バヨト部)

ノtーリン部・ジヤノレート部

修養性の漢兵

正白 ドド

鐘臼 ドノレゴン

ウネゲの蒙古グサ

ジ/レガラン マング、ルタイ・デゲレイ

ンニュート部・アノレ=ホルチン部・四子部

菌11 大凌河攻城戟園②

LO ...... 
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透タト
ここ 修 オ

満洲ン 1主合生主ー ポ
の ケ. ン の
モ ア 率 ド i¥ 
ン ノレ L、 イ グ
コ， る サ ゲ
ノレ 、、 ifJi ウ

ーサ

諸部丘
ン 人 ネ

7) の ゲ の
ン 率 類の 'IJ; グ L、

四 E容 サ る 5J1j 
ゲ し、

古蒙
サ る

の
グ
サ グ

サ

l リ自 ら内 八 ノス 八
トンら 湖底 旗 旗 旗

の 立 し の の の
アジ 牧 し た

満各洲 警各満洲ノレ ヤ士也 t~ ノミ

11 ノレ fこ 旗ヨ
ホ l留

構成、をーノ部ト・
ノレトま ノレ ノレ ノレ

チ部り の の
ンな ウ 編 封士 仕

トカミ ノレ 入 丁 丁
四クら さ 各

子部 メ
ト れ グ

ト飼 部 た サ

の ・順 の
人漢

の
社ハし モ

丁 ラた ン の
チア コ， 妊
ンオ ノレ 丁
部ハ 人
、 ン の

ホ ・ H士
ノレサー 了
チイ ( 

ン マ
雨部

- ン

h主
ノス
旗
台、

大;愛河這征軍のグサの編成母慢表 I

」れ
を
固
示
す
る
と
、
園
H

- 16-

大
凌
河
攻
城
鞍
園
②
の
布
陣
と
な
る
。
ま
た
各
グ
サ
の
編
成
母
憧
を
一示
す
と
、

表
I

大
凌
河
遠
征
軍
の
グ

サ
の
編
成
母
瞳
と
な
る
。

表
I
で
示
し
た
よ
う
に
、
大
凌
河
を
包
囲
し
た
グ
サ
と
呼
ば
れ
る
一

七
の
軍
国
の
編
成
母
瞳
は
多
様
で
あ
る
。
ま
た
砲
兵
部
隊
と
い
う
特
殊

任
務
を
帯
び
た
漢
人
グ
サ
一
個
の
ほ
か
は
、
満
洲
の
グ
サ
が
八
個
、
来
歴
を
異
に
す
る
が
モ
ン
ゴ
ル
の
グ
サ
が
八
個
で
あ
り、

は
満
洲
と
モ
ン
ゴ
ル
は
針
等
で
あ
っ
た
。
丘
ハ
数
か
ら
考
え
る
と
、
過
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
四
グ
サ
だ
け
で
二
高
名
で
あ
り
、
包
囲
軍
の
過
半

グ
サ
数
の
上
で

を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
凌
河
攻
城
戦
に
お
い
て
は
、

八
旗
の
蒙
古
一
一
ル
か
ら
編
成
し
た
ニ
グ
サ

・
内
属
し
た
濁
立

旗
か
ら
編
成
し
た
二
グ
サ
・
溢
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
か
ら
編
成
し
た
四
グ
サ
と
い
う
、

い
た
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
事
力
が
、
重
要
な
役
割
を
捲
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
直
属
の
雨
責
の
二
グ
サ

・
宗
室
の
諸
ベ
イ

γが
率
い
る

ア
イ
シ
ン
国
政
権
の
な
か
で
異
な

っ
た
地
位
を
占
め
て

六
グ
サ

・
八
旗
の
蒙
古

ニ
ル
か
ら
編
成
し
た
二
グ
サ

・
内
属
し
た
モ
ン

ゴ
ル
の
濁
立
旗
か
ら
編
成
し
た
二
グ
サ

・
逸
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
か
ら

編
成
し
た
四
グ
サ
の
順
番
で
、
ア
イ
シ
ン
園
政
権
の
外
縁
部
へ
と
向
か
い
、
ハ
ン
の
権
力
も
及
び
に
く
く
な
っ

て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ホ
ン



タ
イ
ジ
は
、
こ
れ
ら
を
同
じ
グ
サ
と
い
う
部
陵
編
成
車
位
で
認
識
し
、
共
同
で
作
戦
行
動
を
取
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
も

ち
ろ
ん
モ
ン
ゴ
ル
諸
勢
力
を
遠
征
に
動
員
し
て
ア
イ
シ
ン
園
軍
と
同
じ
法
・
軍
規
を
守
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

モ
ン
ゴ
ル
諸
部
に
劃
す
る
支
配

を
強
化
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ア
イ
シ
ン
園
軍
が
得
意
一
と
す
る
突
入
戦
に
よ
る
短
期
決
戦
で
は
な
く
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
自

ら
出
陣
し
、

一
七
グ
サ
の
大
軍
を
繰
り
出
し
、
長
い
時
聞
を
か
け
る
包
圏
載
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、
編
成
母
睦
の
異
な
る
各
グ
サ
を
ハ
ン
の
出

陣
し
た
職
場
に
一
定
期
間
釘
附
け
に
し
、
整
然
と
共
同
の
作
戦
行
動
を
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

ア
イ
シ
ン
園
政
権
へ
の
一
躍
感
を
喚
起
し
ょ

う
と
す
る
側
面
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

結
局
三
ヶ
月
に
も
及
ぶ
包
聞
に
よ
り
域
内
は
飢
餓
扶
態
と
な
り
、

一
O
月
二
八
日
に
守
勝
、
粗
大
喜
ら
が
投
降
・
開
城
し
、
大
凌
河
攻
城
戦

は
終
結
し
た
。

大
凌
河
攻
城
戟
前
後
の
パ
ヨ
ト
旗

- 17ー

大
凌
河
攻
城
戟
の
一
七
グ
サ
の
編
成
母
艦
を
通
覧
し
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
中
に
バ
ヨ
ト
・
ジ
ャ
ル
l
ト
・
バ
l
リ
ン
の
各
部
か
ら
な

る
二
つ
の
グ
サ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
部
は
、

か
つ
て
ホ
ン
ギ
ラ
ト
部
・
オ
ジ
エ
ト
部
と
と
も
に
内
ハ
ル
ハ
五
部
と
稽

ホ
ン
ギ
ラ
ト
部
と
オ
ジ
エ
ト
部
が
ヌ
ル
ハ
チ
に
滅
ぼ
さ
れ
、
天
聴
五
年
嘗
時
残
存
し
た
の
は
こ
の
三
部
の
み
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
大
凌
河
攻
城
戦
に
は
、
内
ハ
ル
ハ
の
残
存
勢
力
全
て
が
出
征
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
バ
ヨ
ト
部
は
内
属
し
な
が
ら
も
入
旗
か
ら
は

さ
れ
て
い
た
が
、

濁
立
し
た
旗
を
構
成
し
て
お
り
、

ジ
ャ
ル

I
ト
・
バ

1
リ
ン
部
は
蹄
順
し
な
が
ら
も
自
ら
の
牧
地
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
立
場
を

異
に
し
て
い
た
。

そ
こ
で
以
下
、
パ
ヨ
ト
部
と
ジ
ャ
ル
ー
ト
・
バ
l
リ
ン
部
が
ア
イ
シ
ン
圏
内
で
占
め
る
地
位
と
そ
の
襲
蓮
を
分
析
し
、

ゴ
ル
諸
部
を
政
権
の
中
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
政
権
構
想
を
練
っ
て
い
た
の
か
を
、
更
に
検
討
し
て
い
く
。

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
モ
ン

411 

内
ハ
ル
ハ
五
部
の
う
ち
バ
ョ
ト
部
は

(

お

)

一'
五
九
四
年
か
ら
ヌ
ル
ハ
チ
に
遣
使
す
る
な
ど
、
早
く
か
ら
友
好
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
。

エ
ン
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(

担

)

一
六

O
五
年
ヌ
ル
ハ
チ
の
も
と
を
訪
れ
貢
馬
す
る
。
翌
年
に
も
エ
ン
ゲ
デ
ル
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
も
と
を
訪
れ
る
が
、
そ
の
際
エ

ン
ゲ
デ
ル
は
内
ハ
ル
ハ
の
諸
首
長
か
ら
涯
遁
さ
れ
た
使
者
を
伴
っ
て
お
り
、

一
聞
を
代
表
し
て
、

ヌ
ル
ハ
チ
に
劃
し
て
ク
ン
ド
ゥ
レ
ン
日
ハ
ン

(

お

)

〈

FEz-o回
目
ω
眠
「
恭
し
い
ハ
ン
」
の
意
)
の
稽
競
を
奉
っ
た
。

天
命
二
年
(
二
ハ
一
七
〉
、
ヌ

ル
ハ
チ
が
弟
シ

占
ル
ガ
チ

(pas-)
の
娘
ス
ン
ダ
イ
日
ゲ
ゲ

3
5
E
F
の
ゆ
向
。
)
を
エ
ン
ゲ
デ
ル
に
妻
と
し
て

(

お

)

(

日

出

)

興
え
る
と
、
エ
ン
ゲ
デ
ル
は
正
妻
を
他
人
に
輿
え
て
、
こ
の
娘
を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
エ
ン
ゲ
デ
ル
と
ア
イ
シ
ン
園
と
の
関
係
は
、

(

犯

)

ア
イ
シ
ン
園
軍
の
撫
順
攻
城
に
参
加
し
て
い
る
。

エ
ン
ゲ
デ
ル
は
、

ゲ
デ
ル
自
身
は
、

決
定
的
な
も
の
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
は
や
く
も
翌
天
命
三
年
四
月
、

た
だ
嘗
時
の
内
ハ
ル
ハ
最
大
勢
力
で
あ
る
オ
ジ
エ
ト
部
の
ジ
ョ
リ
ク
ト
ク
(
』
。
ユ
宮
ら
は
、

明
朝
と
ア
イ
シ
ン
園
の
間
に
あ
っ
て
、
う
ま
く

立
ち
回
り
自
ら
の
勢
力
の
保
全
を
計
り
、
自
利
を
貧
ろ
う
と
し
て
お
り
、

ア
イ
シ
ン
闘
に
友
好
的
な
パ
ヨ
ト
部
と
の
関
係
は
悪
化
し
た
よ
う
で

マ
ン
ゴ
ル

(
ζ
2
m
m。
。
・
グ
ル
ブ
シ
(
。
巳
円
r
E
C
ら
バ
ヨ
ト
部
の
首
長
ら
が
、

(

ω

)

 

属
民

・
牧
群
を
率
い
て
ア
イ
シ
ン
園
に
内
属
し
た
。

あ
る
。
こ
の
た
め
天
命
六
年
に
は
、

自
ら
の
牧
地
を
棄
て
、

- 18ー

翌
天
命
七
年
元
旦
の
朝
賀
の
儀
躍
で
は
、
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
に
緩
い
て
、
滞
在
中
の
エ
ン
ゲ
デ
ル
と
前
年
に
内
属
し
た
マ
ン
ゴ
ル

・
グ
ル
ブ

(

州

制

)

シ
が
叩
頭
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
月
八
日
に
は
、
ヌ
ル
ハ
チ
は
エ
ン
ゲ
デ
ル
に
卒
虜
壁
の
男
女
四
三
四
名
を
興
え
た
。
こ
の
と
き
、
ヌ
ル
ハ
チ

は
「
漢
語
を
知
り
、
心
正
し
く
、
罪
を
犯
さ
な
い
慎
み
深
い
者
を
選
ん
で
、
一

O
家
住
ま
せ
よ
。
汝
ら
は
勝
手
に
何
も
取
り
立
て
ず
、

銀
一

O
O南
・
穀
物
一

O
O餅
を
公
課
と
し
て
取
っ
て
、
我
が
手
ず
か
ら
興
え
よ
う
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

一
年
に

エ
ン
ゲ
デ
ル
に
輿
え
た
卒
虜
壁

の
男
女
四
=
一
四
名
と
は
、
彼
ら
か
ら
取
り
立
て
た
税
を
興
え
る
一
種
の
食
邑
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
に
績
い
て
、

ヌ
ル
ハ
チ
は
「
尉

馬

・
公
主
〈
エ
ン
ゲ
デ
ル

・
ス
ン
ダ
イ

u
ゲ
ゲ
)
が
行
け
ば
ラ
ッ
パ

・
サ

ル
ナ
を
吹
き
な
が
ら
、
境
を
出
て
見
迭
る
よ
う
に
。
来
れ
ば
、
境
を

出
て
出
迎
え
る
よ
う
に
」
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

エ
ン
ゲ
デ
ル
夫
妻
は
、
首
時
自
分
た
ち
の
牧
地
と
ア
イ
シ
ン
圏
内
を
往
復
し
な
が
ら
ニ

(

H

U

)

(

必
)

重
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
年
は
三
月
六
日
に
掃
郷
し
て
い
る。

天
命
八
年
四
月
、

ア
イ
シ
ン
園
軍
が
ジ
ャ
ル

l
ト
部
に
遠
征
し
た
が
、
そ
の
論
功
行
賞
に
よ
れ
ば
、
こ
の
遠
征
に
は
内
属
し
た
グ
ル
ブ
シ

・



(

必

)

マ
ン
ゴ
ル
ら
バ
ヨ
ト
部
の
首
長
も
参
加
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
パ
ヨ
ト
部
の
首
長
ら
は
、
内
層
後
、
同
じ
内
ハ
ル
ハ
に
属
す
る
ジ
ャ
ル

l
ト
部

遠
征
に
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
内
属
し
た
パ
ヨ
ト
部
首
長
の
忠
誠
心
と
軍
事
力
に
劃
す
る
ヌ
ル
ハ
チ
の
強
い
期
待
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
同
年
七
月
、
エ
ン
ゲ
デ
ル
自
身
が
「
ゲ
ン
ギ
イ
ェ
ン
日
ハ
ン
に
頼
っ
て
暮
ら
し
た
い
と
来
た
」
と
内
属
す
る
こ
と
を
、

(
川
相
)

に
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ

天
命
九
年
元
旦
の
朝
賀
の
儀
躍
で
は
、

ま
ず
ア
ン
バ
H

ベ
イ
レ
の
ダ
イ
シ
ャ
ン
が
叩
頭
し
、

績
い
て
エ
ン
ゲ
デ
ル
が
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
首
長
を

ア
ミ
ン
・
マ
ン
グ
ル
タ
イ
ら
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
が
叩
頭
し
た
。
す
な
わ
ち
、
前
々
年
に
比
ベ
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
宮
廷
席

(
必
)

ア
ン
パ

u
ベ
イ
レ
た
る
ダ
イ
シ
ャ
ン
に
次
ぐ
宮
廷
席
次
が
輿
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

率
い
て
叩
頭
し
た
後
、

次
は
上
昇
し
、
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
に
先
ん
じ
て
、

ま
た
こ
の
時
、
開
順
し
な
が
ら
自
ら
の
牧
地
に
留
ま
っ
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
族
首
長
の
う
ち
、

少
な
く
と
も
ホ
ル
チ
ン
の
ダ
イ
チ
ン
H

タ
イ
ジ

ハ
必
)

(
U
巳円山田問、
H
，
3
5
と
ジ
ャ
ル
l
ト
の
ネ
イ
チ
H

ハ
ン

(
2
2
n日
目

g)
の
子
セ
レ
ン
H

タ
イ
ジ

3
0
3口
問
、
叶
包
さ
が
来
朝
し
て
お
り
、
彼
ら

- 19一

は
エ
ン
ゲ
デ
ル
に
率
い
ら
れ
て
ヌ
ル
ハ
チ
に
叩
頭
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
属
し
た
バ
ヨ
ト
旗
・
ウ
ル
l
ト
旗
だ
け
で
は
な

く
、
牧
地
に
留
ま
り
な
が
ら
ア
イ
シ
ン
園
に
鯖
順
し
た
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
の
代
表
と
し
て
の
地
位
が
エ
ン
ゲ
デ
ル
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
天
命
九
年
元
旦
の
朝
賀
の
儀
穫
で
は
、
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
に
績
い
て
李
永
芳
・
修
養
性
が
朝
鮮
の
官
員
・
漢
人
の
官

員
ら
を
率
い
て
叩
頭
し
、
最
後
に
ウ
ネ
ゲ
日
パ
ク
シ

(
C
E
向
。
∞
品
目
。
が
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
を
率
い
て
叩
頭
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
地
位
が
、
八
旗
に
編
入
さ
れ
て
い
た
蒙
古
グ
サ
を
率
い
る
ウ
ネ
ゲ
の
そ
れ
を
遥
か
に
超
越
す
る
も
の

(

門

出

)

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
月
六
日
に
は
、

エ
ン
ゲ
デ
ル
の
廃
民
・
牧
群
を
連
れ
て
く
る
た
め
に
、

宗
室
の
一

O
名
の
ベ
イ
レ
・
タ
イ
ジ
ら
に
、

(

必

)

エ
ン
ゲ
デ
ル
と

一
緒
に
涯
遣
し
て
い
る
。
迎
え
に
出
た
ヌ
ル

ハ
チ
は
、

各
ニ
ル
か
ら
一

O

名
の
甲
土
を
率
い
さ
せ
る
と
い
う
大
規
模
な
人
員
を
、

一
七
日
に
彰
義
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姑
の
境
外
で
、
鯖
還
し
た
宗
室
の
ベ
イ
レ
・
タ
イ
ジ
ら
、
内
属
し
た
バ
ヨ
ト
部
の
首
長
ら
を
接
見
し
た
。
こ
の
時
、
謁
見
し
た
バ
ヨ
ト
部
の
首
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長
t土

エ
ン
ゲ
デ
ル

エ
ン
ゲ
デ
ル
の
弟
マ
ン
グ
ル
、タ
イ

(
P
A
g
m
m口
-
E
C

ーョr

ン

グ
ノレ

ダ
イ
の
子
ーマ

ン
、/

コー

シ

リ
f、、
:;:: 
Z訪
ロ
ロ
白

、d ノ

でエ
あ ン
つゲ

/白、

た49テ
。、J ノレ

の
子
ナ
ン
ヌ

ク
f、
Z 
向

ロ
()Q 
口
口
ti" 
'--" 

メ

ン

ド
ウ

タ
ヵー

謁
見
し
た

パ
ヨ
ト
部
の
首
長
の
顔
ぶ
れ
か
ら
考
え

ン
(
玄
何
回
《
山
口
巴
担
問

g〉
、

る
と
、
こ
れ
を
も

っ
て
バ
ヨ
ト
部
の
厩
民
の
大
半
が
、

こ
れ
ら
内
属
し
た
エ
ン
ゲ
デ
ル
一
族
ら
は
バ
ヨ
ト
部
の
属
民
た
ち
を
率
い
て
、

ヌ
ル
ハ
チ
は
、
内
属
し
た
エ
ン
ゲ
デ
ル
ら

(

回

)

さ
ら
に
荘
園
と
身
の
回
り
の
世
話
を
さ
せ
る
隷
民
を
興
え
た
。

少
な
く
と
も
天
聴
六
年
(
一
六
一
二
二
)
ま
で
は
、
八
旗
と
は

ア
イ
シ
ン
園
に
内
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
、
嘗
時
の
都
で
あ
る
東
京
城
の
内
外
に
家
を
賜
り
、

別
個
の
旗
を
構
成
し
、
戦
場
で
は
こ
の
旗
か
ら
抽
出
し
て
編
成
し
た
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
グ
サ
が
ア
イ
シ
ン
園
軍
の
一
角
を
占
め
て
い
た
。
第
二
章

で
論
じ
た
天
聴
五
年
の
大
凌
河
攻
城
戦
に
お
い
て

「
張
道
員
ハ
張
春
)
」
の
兵
を
避
け
た
と
し
て
、

(
日
)

ク
ら
パ
ヨ
ト
部
の
首
長
が
、
天
聴
六
年
二
月
二
九
日
に
一
括
し
て
慮
罰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

エ
ン
ゲ
デ
ル
・
マ
ン
グ
ル
ダ
イ
・
ナ
ン
ヌ

エ
ン
ゲ
デ
ル
の
グ
サ
と
し
て
、
パ
ヨ
ト

部
の
首
長
ら
が
ま
と
ま
っ
て
軍
事
行
動
を
取
っ
て
い
た
誼
左
で
あ
る
。

天
聴
六
年
五
月
、

ア
イ

シ
ン
園
軍
は
西
に
迂
回
し
て
長
城
を
越
え
て
華
北
に
侵
入
し
た
。
こ
の
と
き
左
翼
軍
を
率
い
た
ア
ジ
ゲ
が
宣
府

・
大

- 20ー

同
を
攻
略
し
、
右
翼
軍
を
率
い
た
ジ
ル
ガ
ラ
ン
ら
が
信
仰
化
域
を
攻
略
し
た
。
『
醤
楢
』
第
八
加
、
三
七
八
六
J
三
七
八
八
頁
、
天
聴
六
年
六
月

七
日
係
(
『
老
楢
』
太
宗
二
、
七
八
二
J
七
八
五
頁
)
は
、
左
翼
軍
の
歯
獲
し
た
惇
虜
を
ア
ジ
ゲ
が
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
報
告
し
た
も
の
で
、

エ
ン
ゲ
デ
ル
川
エ
フ
の
グ
サ
の
得
た
伊
虜
は
、
賂
舵
が
四
頭
、
馬
が
二
頭
、
牛
が
一

O
O頭
、
騎
馬
が
四
頭
、
羊
が
二

O
O頭
、
人
が
七

O
名
で
、
合
計
三
八

O
。
銀
が
二
五
五
銀
。

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
も
エ
ン
ゲ
デ
ル
が
バ
ヨ
ト
旗
の
属
民
か
ら
編
成
し
た
グ
サ
を
率
い
て
、

ま
と
ま
っ
て
軍
事
行
動
を
取
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

『
奮
槌
』
第
八
加
、
三
八
五
八
J
三
八
五
九
頁
、

天
聴
六
年
(
二
ハ
三
二
)
九
月
八
日
篠
(
『
老
楢
』
太
宗
二
、

八
四
八
J
八
四
九

頁
)
に
は
、

開
順
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
ベ
イ
レ
を
凱
れ
て
い
る
と
て
、
別
の
旗
と
し
て
行
動
す
る
の
を
止
め
さ
せ
た
。

「
ベ
イ
レ
ら
自
身
は
各
々
、
旗



の
ベ
イ
レ
ら
に
従
い
行
動
せ
よ
。
隷
民
は
ウ
ネ
ゲ
・
オ
ボ
ン
ド
イ
の
グ
サ
に
併
せ
よ
」
と
併
せ
た
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
二
章
で
論
じ
た
バ
ヨ
ト
旗
と
同
様
の
来
歴
の
ウ
ル
l
ト
旗
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
張
音
藩
・
郭
成
康
の
雨
氏
は
、

こ
の
記
載
に
よ
り
、

ウ
ル

I
ト
旗
を
慶
止
し
、
そ
の
層
民
を
八
旗
の
蒙
古
-
一
ル
か
ら
編
成
す
る
ウ
ネ
ゲ
と
オ
ボ
ン
ド
イ
の
グ
サ
に
編
入
し
た

(

位

)

の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
バ
ヨ
ト
旗
を
も
同
時
に
鹿
止
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
前
掲
の
『
蓄
槍
』
天
聴
六
年
六
月
七
日
の
記
事
を
最
後

ア
イ
シ
ン
園
箪
の
}
角
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
記
す
記
述
、か、

エ
γ
ゲ
デ
ル
の
率
い
る
グ
サ
が
存
在
し
、

『
蓄
櫨
』
な
ど
か
ら
は
見
つ
か

ら
な
く
な
る
の
で
、
南
氏
の
読
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

ウ
ネ
ゲ
H

パ
ク
シ
の
グ
サ
と
オ
ボ
ン
ド
イ
の
グ
サ
の
構
成
員
を
中
心
と
し
て
、
新
た
に
内
属
し
た
ハ
ラ
チ
ン
部

の
属
民
な
ど
を
加
え
て
、
八
旗
か
ら
八
旗
蒙
古
を
分
編
し
た
が
、
蓄
バ
ヨ
ト
旗
・
ウ
ル

l
ト
旗
の
構
成
員
は
留
ま
り
、
八
旗
満
洲
の
旗
分
と
な

(

臼

)

(

臼

)

っ
た
。
こ
の
う
ち
バ
ヨ
ト
の
エ
ン
ゲ
デ
ル
一
族
の
首
長
居
は
正
賞
旗
満
洲
に
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
。

崇
徳
元
年
(
二
ハ
三
六
)
四
月
一
六
日
に
エ
ン
ゲ
デ
ル
は
死
去
し
た
が
、

さ
あ
に
、
天
聴
九
年
二
月
、

『
蓄
槍
』
の
同
日
篠
(
第
一

O
加、

四
七
五
三
頁
、

『
老
楢
』
太
宗
六
、

- 21ー

ヌ
ル
ハ
チ
の
時
代
に
諦
順
後
、

(

日

)

授
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
初
集
』
に
よ
れ
ば
、
授
け
ら
れ
た
の
は
三
等
穂
兵
官
で
あ
っ
た
。

一
O
一
一
頁
〉
に
は
、

エ
ン
ゲ
デ
ル
の
経
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

エ
ン
ゲ
デ
ル
は
紹
兵
官
を

ヌ
ル
ハ
チ
の
家
臣
や
、
時
順
あ
る
い
は
降
伏
し
て
ヌ
ル
ハ
チ
の
都
城
に
集
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
首
長
居
を
官
僚
化
す
る
た

(

回

)

め
に
天
命
五
年
三
月
一
日
に
制
定
さ
れ
た
武
官
制
度
の
最
高
位
で
あ
る
。
こ
の
武
官
制
度
は
世
職
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
て
ゆ
き
、
天
聴
八
年

(
貯
)

四
月
六
日
に
穂
兵
官
は
昂
邦
章
京
〈
曲
目

r
g
二

g
m岡
山
口
〉
と
名
稽
嬰
更
さ
れ
た
。

組
兵
官
と
は
、

(

回

)

昂
邦
章
京
の
上
に
、
公

・
侯
・
伯
の
三
簡
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
順
治
四
年
一
二
月
一

ハ
臼
)

八
日
に
は
、
武
官
の
昂
邦
章
京
は
、
精
奇
尼
崎
番

Q
ロ

m
r
E
E
E回
)
に
改
稿
さ
れ
た
c

エ
ン
ゲ
デ
ル
に
興
え
ら
れ
た
綿
兵
官
も
昂
邦
章
一
京
に
名
稽
襲
更
さ
れ
て
お
り
、

順
治
元
年
(
一
六
四
四
)

一
O
月
一

O
日
に
は
、

415 

エ
ン
ゲ
デ
ル
の
死
後
、
シ
ュ
ル
ガ
チ
の
娘
ス
ン
ダ
イ
H

ゲ
ゲ

(

印

)

と
の
聞
に
生
ま
れ
た
第
四
子
エ
ル
ケ
H

ダ
イ
チ
ン

S
H
Z
U曲目
n
z
m〉
が
交
の
三
等
昂
邦
-章
一
京
を
縫
い
だ
。

エ
ル
ケ
H

ダ
イ
チ
ン
は

ド
ル
ゴ
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一
時
失
脚
す
る
が
、
順
治
一
帝
が
親
政
す
る
に
及
び
、
再

(
m
U
)
 

登
用
さ
れ
、
世
職
の
最
高
位
で
あ
る
一
等
公
、
旗
人
官
僚
の
最
高
位
で
あ
る
領
侍
街
内
大
臣
に
ま
で
昇
進
す
る
。

ン
摂
政
期
(
一
六
四
三
J
一
六
五
O
)
に
ド
ル
ゴ
ン
に
輿
み
し
な
か
っ
た
た
め
憎
ま
れ
、

エ
ン
ゲ
デ
ル
に
従
っ
て
内
属
し
た
後
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
仕
え
て
工
部
右
参
政
ま
で
昇
進
す
る
。

(

位

)

時
失
脚
す
る
が
、
再
び
登
用
さ
れ
、
内
大
臣
に
ま
で
昇
る
。
順
治
一

O
年
に
は
、
来
朝
中
の
ダ
ラ
イ

u
ラ
マ
五
世
と
グ
l
シ
H

ハ
l
ン
に
金
加

(

臼

)

・
金
印
を
、途
り
届
け
る
大
任
を
命
じ
ら
れ
、
二
人
が
滞
在
す
る
代
鳴
に
赴
い
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
奮
パ
ヨ
ト
部
の
首
長
居
で
あ
る
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
一
族
の
多
く
が
、
旗
人
官
僚
と
し
て
入
開
後
に
い
た
る
ま
で
政
権
の
中
橿

(

臼

)

で
活
躍
し
て
い
る
。
彼
ら
は
正
黄
旗
満
洲
の
ほ
か
、
鐘
黄
旗
・
正
白
旗
・
鐘
白
旗
満
洲
に
所
属
し
て
い
た
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
長
子
ナ
ン
ヌ
ク
は
、

以
上
の
よ
う
に
、
内
属
し
た
パ
ヨ
ト
旗
・
ウ
ル

l
ト
旗
だ
け
で
は
な
く
、
開
順
し
な
が
ら
自
ら
の
牧
地
に
留
ま
っ
た
港
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部

の
代
表
と
い
う
地
位
を
占
め
て
い
た
エ
ン
ゲ
デ
ル
は
、
時
聞
を
追
う
に
し
た
が
っ
て
、

八
旗
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
子
に
は

- 22ー

旗
人
官
僚
と
し
て
の
地
位
が
受
け
縫
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
地
位
の
襲
化
に
伴
っ
て
、
過
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸

天
命
一
一
年
六
月
に
ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
ト
シ
エ

l
ト
日
ハ
ン

(
3
3
d
z

(
民
山
)

回
目
)
と
い
う
破
格
の
稽
膿
を
興
え
ら
れ
た
ホ
ル
チ
ン
部
長
オ

l

バ(。。
Z
)
で
あ
っ
お
。

部
の
代
表
と
し
て
の
地
位
を
ア
イ
シ
ン
園
内
で
築
い
て
い
っ
た
の
は
、

『
天
聴
五
年
楼
』

れ
に
よ
る
と
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
大
街
門
の
中
央
に
坐
し
、
そ
の
南
側
に
南
大
ベ
イ
レ
で
あ
る
ダ
イ
シ
ャ
ン
と
マ
ン
グ
ル
タ
イ
が
坐
し
、
こ
れ
に

ま
ず
ト
シ
エ

1
ト
H

ハ
ン
た
る
オ

l
パ
、
攻
、
き
に
マ
ン
グ
ル
タ
イ
の
同
母
妹
マ
ン
グ
ジ
H

ゲ
ゲ
(
玄

g
m
t
r
o
o
mろ
を
妻
り
ジ
ノ
ン
H

エ
フ

の
稿
披
を
持
つ
ア
オ
ハ
ン
部
の
ソ
ノ
ム
H

ド
ゥ
レ
ン

3
0
5
B
u
g
g
m
)
の
順
番
で
叩
頭
し
た
。
績
い
て
、

一
月
一
日
篠
に
載
る
元
旦
の
朝
賀
の
儀
櫨
は
、
こ
の
よ
う
な
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
地
位
の
襲
化
を
示
し
て
お
り
興
味
深
い
。
そ

(』一ロ
O
口
同
開
問
ロ
)

旗
王
あ
る
い
は

そ
の
代
理
で
あ
る
宗
室
の
八
人
の
ベ
イ
レ
が
叩
頭
し
た
。
そ
の
後
に
エ
ン
ゲ
デ
ル
H

エ
フ
が
チ
ャ
ハ
ル
(
こ
の
場
合
は
ウ
ル
l
ト
)
・
ハ
ル
ハ
ハ
こ

ら
を
率
い
る
ウ
ネ
ゲ
、

の
場
合
は
パ
ヨ
ト
〉
の
ベ
イ
レ
ら
を
率
い
て
叩
頭
し
た
。
最
後
に
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
漢
人
官
僚
を
率
い
る
修
養
性
、

ア
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
人
の
順
番
で
叩
頭
し
た
。

八
旗
の
モ
ン
ゴ
ル
の
大
臣



お
ら
ず
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
朝
賀
を
受
け
る
場
合
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
の
絶
封
的
な
櫨
力
は
確
立
し
て

玉
座
の
傍
ら
に
は
、
大
ベ
イ
レ
の
ダ
イ
シ
ャ
ン
と
マ
ン
グ
ル
タ
イ
が
坐
す
こ
と
に
象
徴
さ
れ

マ
ン
グ
ル
タ
イ
の
失
脚
前
で
あ
り
、

首
時
、
大
ベ
イ
レ
の
う
ち
ア
ミ
ン
は
失
脚
し
て
い
た
が
、

る
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
「
三
品
特
例
L

の
瞳
制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
港
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
の
代
表
と
し
て
ま
ず
オ
l
パ
と
ソ
ノ
ム
が
叩
頭
し
た

ま
た
旗
王
以
下
の
叩
頭
の
順
番
か
ら
考
え
る
と
、
内
属
し
た
パ
ヨ
ト
旗
を
率
い
る
エ
γ
ゲ
デ
ル
の
地
位
は
、

で
、
漢
人
グ
サ
を
率
い
る
修
養
性
・
蒙
古
グ
サ
を
率
い
る
ウ
ネ
ゲ
の
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

の
で
あ
る
。

入
旗
の
旗
王
の
下

天
聴
一

O
年
(
崇
徳
元
年
〉
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
大
清
皇
帝
に
即
位
す
る
に
あ
た
っ
て
、
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
及
び
、
連
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
首
長
に

劃
し
て
、
和
碩
親
王

(r。刷orz
司
自
問
)
・
多
羅
郡
王

2
2
a
岡
山
ユ
ロ

4
8
m
)
・
多
羅
貝
勤

2
0
円。-ro--o〉
等
の
王
爵
が
興
え
ら
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
と
と
も
に
、
清
朝
に
開
順
し
た
港
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
首
長
は
、
清
朝
の
王
族
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
港
外

(

印

)

の
モ
ン
ゴ
ル
諸
首
長
は
、
八
旗
の
諸
王
に
封
し
て
、
外
藩
の
諸
王
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
室
の
諸
王
か
ら
は
、
ダ
イ
シ
ャ
ン

ら
六
名
が
最
高
位
の
和
碩
親
王
位
を
授
か
っ
た
の
に
た
い
し
、
外
藩
の
諸
王
か
ら
は
、

ら
三
名
が
和
碩
親
王
の
位
を
授
か
っ
た
。

オ
ー
バ
を
縫
い
だ
ホ
ル
チ
ン
部
の
バ
ダ
リ
(
国
主
同
コ
)

(
m
w
)
 

『
奮
楢
』
で
は
こ
れ
ら
外
藩
の
親
王
三
名
の
筆
頭
に
バ
ダ
リ
を
記
し
て
い
る
。

ホ
ル
チ
γ
部
の
オ
ー
バ
・
パ
ダ
リ
父
子
は
、

- 23-

ア
イ
シ
ン
園
・
清
朝
に
忠
誠
を
誓
い
な
が
ら
、
自
ら
の
牧
地
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
外
藩

モ
ン
ゴ
ル
の
筆
頭
と
し
て
、
最
高
位
の
宗
室
の
諸
王
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

牧
地
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
清
朝
に
掃
順
す
る
外
藩
モ
ン
ゴ
ル
の
首
長
居
は
、
ホ
ル
チ
ン
部
に
限
ら
ず
、
王
爵
が
授
け
ら
れ
て
ゆ
き
、
清
朝

宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
彼
ら
の
率
い
る
層
民
た
ち
は
、
天
聴
八
年
以
降
、
入
旗
に
な
ら
い
旗
に
編
成

さ
れ
、
旗
ご
と
に
牧
地
を
指
定
さ
れ
、
旗
を
率
い
た
首
長
は
崇
徳
七
年
(
一
六
四
二
〉

ジ
ャ
サ
ク
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
ジ
ャ
サ
ク
は
世
襲
で

あ
り
、
旗
内
の
牧
地
・
属
民
に
劃
し
て
は
従
来
の
俸
統
的
な
諸
擢
利
を
一
部
は
制
限
さ
れ
た
が
、
旗
内
の
徴
税
擢
、
裁
剣
の
初
審
擦
な
ど
を
事

買
上
清
朝
政
府
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
外
藩
モ
ン
ゴ
ル
の
王
公
た
ち
は
、
旗
に
編
成
さ
れ
た
配
下
の
牧
民
を
軍
事
力
と
し
て
清
朝
の

藩
塀
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

417 
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こ
れ
に
封
し
て
エ
ン
ゲ
デ
ル
一
族
を
は
じ
め
と
す
る
パ
ヨ
ト
部
の
首
長
層
は
、
内
属
前
後
に
お
い
て
、
宗
室
の
諸
ベ
イ
レ
に
匹
敵
す
る
宮
廷

席
・
次
を
興
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
後
段
階
を
踏
ん
で
徐
々
に
八
旗
制
度
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
き
、
官
僚
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

領
侍
街
内
大
臣
等
の
高
官
を
輩
出
し
、
世
職
の
最
高
位
で
あ
る
一
等
公
に
ま
で
昇
り
つ

め
た
者
も
出
た
が
、

た
だ
し
そ
の
高
位
・
高
官
は
あ
く

ま
で
も
、
清
朝
の
官
僚

・
臣
下
と
し
て
の
も
の
だ
っ
た
。

四

大
凌
河
攻
城
戦
前
後
の
パ
l
リ
ン
部

・
ジ
ャ
ル
l
ト
部

バ
l
リ
ン
部
と
ジ
ャ
ル

l
ト
部
は
、
天
命
一
一
年
に
ア
イ
シ
ン
園
側
の
攻
撃
を
受
け
、
績
い
て
チ
ャ
ハ
ル
部
に
襲
撃
さ
れ
敗
走
し
、
撤
江
流

(
伺
)

域
の
ホ
ル
チ
ン
部
に
身
を
寄
せ
た
。
し
か
し
、
ホ
ル
チ
ン
部
の
搾
取
が
巌
し
い
た
め
、
ま
ず
バ
l
リ
ン
部
の
首
長
が
屡
民
を
率
い
て
、
天
聴
二

(

印

)

(

市

)

年
四
月
ア
イ
シ
ン
園
に
開
順
し
た
。
績
い
て
ジ
ャ
ル

l
ト
部
の
首
長
が
属
民
を
率
い
て
、
天
聴
二
年
一
二
月
ア
イ

シ
ン
園
に
蹄
順
し
た
。

蹄
順
後
、
こ
れ
ら
パ

l
リ
ン
部
・
ジ
ャ

ル
l
ト
部
の
大
半
は
、

ア
イ
シ
ン
圏
内
に
内
属
し
た
の
で
は

な
く
、
自
ら
の
牧
地
に
留
ま
っ
て
レ

-24ー

た
。
雨
部
の
牧
地
に
た
い
し
て
は
、
遅
く
と
も
天
聴
三
年
以
前
に
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
地
界
を
霊
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
内
ハ
ル
ハ
五
部
の
う
ち

ホ
ン
ギ
ラ
ト
部
・
オ
ジ
エ
ト
部
の
壊
滅
、
バ
ヨ
ト
部
の
内
属
、
そ
れ
に
チ
ャ
ハ
ル
部
の
侵
入
等
に
よ
り
、
従
来
の
勢
力
範
囲
に
混
凱
が
生
じ
た

(

九

)

ジ
ャ
ル

I
ト
部
・
パ

l
リ
ン
部
に
射
し
て
、
牧
地
を
安
堵
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

O
月
に
、

ま
た
雨
部
は
か
な
り
疲
弊
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
順
後
比
較
的
早
く
か
ら
ア
イ
シ
ン
園
軍
の

一
翼
を
捲
っ
て
い
た
。
天
聴
三
年

一

そ
の
際
、
ジ
ャ
ル

l
ト
部
の
首
長
は
、
各

ア
イ
シ
ン
園
軍
が
西
に
迂
回
し
、
長
城
を
越
え
て
華
北
に
侵
入
す
る
た
め
出
護
し
た
が
、

自
腐
民
を
率
い
て
、

ア
イ
シ
ン
園
軍
に
合
流
し
た
。
ま
た
、
バ

l
リ
ン
部
の
首
長
も
、
属
民
を
率
い
て
ア
イ
シ
ン
園
軍
に
合
流
し
た
が
、
率
い

る
兵
が
少
な
い
こ
と
、
馬
が
痩
せ
て
い
る
こ
と
を
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
か
ら
巌
し
く
叱
責
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、

ア
イ
シ
ン
園
軍
の
遠

征
に
際
し
て
は
、
従
軍
し
膝
分
の
働
き
を
す
る
こ
と
が
、
蹄
順
直
後
か
ら
パ

l
リ
ン
部
・
ジ
ャ
ル

l
ト
部
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
っ
た
こ
と

(
η
)
 

が
わ
か
る
。
第
二
章
一
で
論
じ
た
天
聴
五
年
の
大
凌
河
攻
城
戦
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
義
務
と
し
て
、

パ
l
リ
ン
部
・

ジ
ャ
ル

l
ト
部
は
出



征
し
た
の
で
あ
る
。
天
聴
六
年
五
月
に
は
、

ア
イ
シ
ン
園
軍
が
再
度
西
に
迂
回
し
、
長
城
を
越
え
て
華
北
に
侵
入
す
る
が
、
開
順
し
た
法
外
の

(
向
日
)

他
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
と
と
も
に
、
バ
l
リ
ン
部
・
ジ
ャ
ル
l
ト
部
は
こ
の
作
戦
に
も
動
員
さ
れ
て
い
る
。

後
に
、
パ

1
リ
ン
部
・
ジ
ャ
ル

l
ト
部
は
、

こ
の
二
部
が
旗
に
編
成
さ
れ
る
時
期
を
、

ハ
叫
)

回
山
茂
氏
も
一
一
腹
こ
の
天
聴
八
年
設
を
追
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
閲
し
て
、

五
二
二
七
J
五
二
四
四
頁
、
山
田
市
徳
元
年
一
一
月
六
日
傑
〈
『
老
槍
』
太
宗
四
、

八
旗
に
倣
っ
て
各
二
旗
に
編
成
さ
れ
る
。

矢
野
仁

一
・
田
村
賞
造
の
雨
氏
は
、
天
聴
八
年
と
し
て
お
り
、

『蓄

構
』
第
一

O
加、

一
三
八
九
l
一四

O
四
頁
)
に
は
、

外
藩
モ

γ
ゴ
ル
の
ニ
ル
を
編
成
す
る
た
め
に
行
っ
た
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン

u
ナ
ク
チ
ユ
(
〉
巴

E
岳

g
Z曲
r
E〉
・
ダ
ヤ
チ
H

タ
ブ
ナ
ン
(
ロ
ミ
曲
巳

吋
与
ロ
ロ
同
国
間
)
が
到
着
し
た
。

こ
れ
ら
の
者
が
持
っ
て
き
た
書
の
一
言
、

「
:
:
:
パ

l
リ
ン
の
ア
ユ
シ
(
〉
可

5
0
の
旗
は
六
二

O
家、

一
ル
で
あ
る
。

マ
シ
ジ
ュ
シ
リ
(
豆

g
Y阻
ま
)
の
旗
は
八
八

O
家、

一
七
ニ
ル
で
あ
る
O
i
-
-
-
ジ
ャ
ル
l
ト
の
サ
ン
ガ
ル

3
2岡
田
両
『
)
の

旗
は
一
九
八

O
家
、
三
八
ニ
ル
で
あ
る
。
ネ
イ
チ

(
Z
o
-
n
F
)

の
旗
は
一
四
三

O
家
、
二
九
一
一
ル
で
あ
る
:
:
:
」
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
山
戸
市
徳
元
年
に
パ
l
リ
ン
部
・
ジ
ャ
ル
l
ト
部
等
の
外
藩
モ
ン
ゴ
ル
旗
下
の
麗
民
を
ニ
ル
に
編
成
し
た
の
で
あ
る
か

(

祁

)

ら
、
遅
く
と
も
崇
徳
元
年
以
前
に
、
パ

l
リ
ン
部
・
ジ
ャ
ル
l
ト
部
が
旗
に
編
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
ジ
ャ
ル
l
ト

- 25ー

せ部
ら・
れパ
て 1
L、(リ
る76ン
。)部

の
首
長
も

ホ
ル
チ
ン
部
に
比
べ
る
と
か
な
り
遅
れ
る
の
で
あ
る
が
、
順
治
五
年
に
王
爵
が
授
け
ら
れ
、
外
藩
の
王
公
に
列

Tこ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ジ
ャ
ル
l
ト
部
と
バ
l
リ
ン
部
は
す
べ
て
が
外
藩
と
な
る
の
で
は
な
く
、
内
属
し
て
入
旗
に
編
入
さ
れ
た
も
の
た
ち
も
い

『
逼
諮
問
』
巻
六
六
に
は
、
札
魯
特
地
方
博
爾
済
吉
特
氏
の
僚
が
あ
り
、
園
初
来
婦
の
人
と
し
て
、
バ
ク
H

ベ
イ
レ
(
巴
克
貝
勤
)
・
ハ
ラ
日

(

作

)

い
ず
れ
も
鐘
黄
旗
満
洲
所
腐
と
な
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
来
歴
な
の
で
あ
ろ
う

バ
バ
イ
(
略
劇
巴
奔
)
ら
の
俸
が
立
っ
て
お
り
、

七、

419 

前
述
の
天
命
一
一
年
の
ア
イ
シ
ン
園
軍
の
攻
撃
で
、

は
多
く
の
首
長
屠
が
倖
虜
と
な
っ
て
い
る
。

ジ
ャ
ル
l
ト
部
・
パ

I
リ
ン
部
は
大
打
撃
を
受
け
た
が
、
こ
の
と
き
ジ
ャ
ル
l
ト
部
で

『
太
宗
質
録
』
巻
一
、
天
命
一
一
年
一
二
月
五
日
僚
に
は
、
捕
ら
え
た
一
四
名
の
首
長
の
う
ち
、



420 

ハク
H

ベ
イ
レ

(FrF--o)
・
ダ
イ
チ
ン
(
ロ
曲
一
の
宮
町
)
ら
一

O
名
の
名
、
が
あ
が
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
ハ
ラ
H

パ
パ
イ
の
子
ダ
イ
チ
ン
に
つ

い
て
は
、

『
天
聴
五
年
槍
』
二
月
二
七
日
僚
に
、
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
な
興
味
深
い
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
の
ジ
ャ
ル
l
ト
園
の
ベ
イ
レ
た
ち
は
、

ゲ
ン
ギ
イ

ェ
ン
H

ハ
ン
(
の

g
R
ぞ

Z
出

E
〉
〔
ヌ
ル
ハ
チ
}
と
講
和
し
誓
っ
た
言
葉
を

破
っ
て
、
戦
い
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
ゲ
ン
ギ
イ
ム
ン
H

ハ
ン
が
崩
御
し
た
丙
寅
年
〔
天
命
一
一
年
、

一
六
二
六
〕

一
一
月
に
、

ス
レ

日
ハ

ン

(
F
E
国
防
口
)
〔
ホ
ン
タ
イ
ジ
〕
は

二
名
の
兄
〔
ダ
イ
シ
ャ
ン

・
ア
ミ
ン
〕
に
兵
を
従
わ
せ
て
迭
っ
て
、
ジ
ャ
ル

l
ト
園
を
襲
っ
て
、

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ゥ
H

ベ
イ
レ

(O
-
E
Z
∞
巴
る
を
殺

し
た
。
ダ
イ
チ
ン
H

ベ
イ
レ
を
捕
ら
え
て
助
命
し
て
、

彼
の
園
人

・
馬
音
、
あ
ら

ゆ
る
物
に
手
を
つ
け
ず
に
連
れ
て
き
て
、
大
臣
と
し
、

荘
園

・
奴
僕
を
加
え
興
え
て
養
っ
た
。

そ
の
ま
ま
興
え
ら
れ
、

ア
イ
シ
ン
固
か
ら
は
優
遇
さ
れ
、
属
民
や
所
有
し
て
い
た
馬
畜

・
財
産
等
は

そ
の
上、

荘
園

・
奴
僕
等
が
新
た
に
興
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
荘
園
が
興
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ダ
イ
チ
ン
が
牧

天
命

一一

年
に
惇
虜
と
な
り
な
が
ら
、

と
あ
る
。
ダ
イ
チ
ン
は
、

地
に
戻

っ
た
の
で
は
な
く
、

ア
イ
シ
ン
固
に
内
属
し
、
腐
民
が
八
旗
の
蒙
古
ニ
ル
に
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
「
大
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一
一
年
に
倖
虜
と
な
り
内
属
し
た
他
の
ジ
ャ
ル
l
ト
部
の
首

長
た
ち
も
、
同
様
の
慮
遇
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
ら
は
、
天
聴
五
年
大
凌
河
攻
城
戟
に
お
い
て
、
八
旗
の
蒙
古
ニ
ル
か
ら
抽
出
さ
れ
オ

臣
と
し
」
と
は
、
ダ
イ
チ
ン
を
八
旗
の
高
官
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、

ボ
ン
ド
イ

・
ウ
ネ
ゲ
の
率
い
る
蒙
古
の
二
グ
サ
の
構
成
員
と
し
て
、
出
征
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
内
属
し
た
ジ
ャ
ル
l
ト
部
の
奮
首
長
居
は
、
第
三
章
で
論
じ
た
バ
ヨ
ト
部
の
奮
首
長
居
同
様
、
清
朝
の
官
僚
を
輩
出
し
た
。
た
と
え

ば
、
パ
グ
の
長
子
ド
ル
ジ

・
次
子
オ
チ
ル
サ
ン

・
第
三
子
マ
ン
ジ
ハ
ン
は
い
ず
れ
も
内
大
臣
を
歴
任
し
た
し
、
孫
の
一
人
チ
司
ク
ト
は
理
藩
院

侍
郎
と
な
っ
た
。
ま
た
ハ
ラ
H

パ
バ
イ
の
長
子
ラ
シ
ヒ
ブ
は
頭
等
大
臣
と
な
り
、
孫
の
一
人
ア
ル
シ
ャ
ン
は
都
統
・
刑
部
向
書
を
歴
任
し
、
曾

(
河
)

孫
の
一
人
ア
ル
ナ
イ
は
都
統
・
理
落
院
向
書
を
歴
任
し
た
の
で
あ
る
。



お

わ

り

入
関
前
の
ア
イ
シ
ン
園
・
清
朝
政
権
は
、
皇
一一
帝
が
八
旗
の
う
ち
直
轄
の
南
黄
旗
を
率
い
て
擢
力
の
中
心
に
位
置
し
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
を
大
清
皇

帝
に
推
戴
し
た
宗
室
の
諸
王
が
残
り
の
六
旗
を
率
い
て
取
り
囲
み
、
さ
ら
に
そ
の
外
縁
を
外
藩
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
王
が
ジ
ャ
サ
ク
旗
を
率
い
て
取

り
囲
む
と
い
う
構
造
に
牧
叙
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
途
上
で
行
わ
れ
た
大
凌
河
攻
城
戟
を
戦
っ
た
一
七
の
軍
国
(
グ
サ
)
の
布
陣
・
編
成
母
瞳
・

来
歴
等
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
構
造
を
議
見
さ
せ
、
特
徴
づ
け
る
三
つ
の
事
買
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
一
は
、
軍
国
の
編
成
母
瞳
の
多
様
性
と
連
績
性
で
あ
る
。
一
七
グ
サ
と
は
、
八
旗
か
ら
編
成
し
た
満
洲
の
八
グ
サ
・
個
別
に
内
属
し
入
旗

の
蒙
古
ニ
ル
を
構
成
す
る
蒙
古
の
ニ
グ
サ
(
オ
ポ
ン
ド
イ
の
グ
サ
・
ウ
ネ
ゲ
の
グ
サ
〉
・
部
を
あ
げ
て
内
属
し
た
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
編
成
し
た
ニ
グ
サ

(
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
グ
サ
・
ミ
ン
ガ
ン
の
グ
サ
〉
・
法
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
兵
か
ら
編
成
し
た
四
グ
サ
、
そ
れ
に
八
旗
の
満
洲
ニ
ル
に
編
入
さ
れ
て
い

た
漢
人
か
ら
編
成
し
た
一
グ
サ
(
修
養
性
の
グ
サ
〉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
砲
兵
部
隊
と
い
う
特
殊
任
務
を
帯
び
る
漢
人
の
一
グ
サ
を
除
く
と
、

残
り
の
二
ハ
グ
サ
は
八
旗
と
後
に
外
藩
の
ジ
ャ
サ
ク
旗
に
編
成
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
、

そ
れ
に
雨
者
の
中
間
的
な
存
在
で
あ
る
オ
ボ
ン
ド

-2:7一

イ
・
ウ
ネ
ゲ
の
二
グ
サ
と
エ
ン
ゲ
デ
ル
・
ミ
ン
ガ
ン
の
二
グ
サ
か
ら
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
シ
ン
園
・
清
朝
は
パ
ヨ
ト
部
を
一
翠
に
入
旗
に
編
入
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
内
層
直
後
の
パ
ヨ
ト
部
の
首
長
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
地
位
は
、
内
属
し
た
パ
ヨ
ト
部
を
代
表
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
連
外
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
を

第
二
は
、
内
属
し
た
バ
ヨ
ト
部
の
地
位
の
饗
遜
で
あ
る
。

も
代
表
し
て
い
た
。
こ
の
内
属
し
た
パ
ヨ
ト
部
は
少
な
く
と
も
天
聴
六
年
三
六
三
二
)
ま
で
は
、

ア
イ
シ

γ
圏
内
に
お
い
て
、
従
来
の
祉
曾

組
織
を
温
存
し
つ
つ
、
濁
立
し
た
旗
を
構
成
し
て
い
た
。
職
場
に
あ
っ
て
も
エ
ン
ゲ
デ
ル
の
グ
サ
を
構
成
し
て
い
た
。
ま
た
バ
ヨ
ト
部
内
属
以

前
か
ら
、
少
人
数
で
内
腐
を
希
望
す
る
モ
ン
ゴ
ル
が
現
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
八
旗
に
分
隷
し
つ
つ
も
、
朝
賀
の
儀
雄
や
遠
征
に
お
い
て
は
、

ウ
ネ
ゲ
と
オ
ボ
ン
ド
イ
が
率
い
る
こ
グ
サ
に
編
成
さ
れ
た
。
清
朝
は
天
聴
六
年
、
パ
ヨ
ト
旗
の
層
民
を
、
こ
の
ウ
ネ
ゲ
・
オ
ボ
ン
ド
イ
の
ニ
グ

サ
に
編
入
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
聴
九
年
、
ウ
ネ
ゲ
・
オ
ボ
ン
ド
イ
の
ニ
グ
サ
の
構
成
員
や
新
た
に
内
属
し
た
ハ
ラ
チ
ン
部
の
属
民
な
ど

421 
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を
加
え
て
、

八
旗
か
ら
入
旗
豪
古
を
分
編
す
る
際
、
奮
バ

ヨ
ト
旗
の
構
成
員
を
、
そ
の
ま
ま
留
め
て
入
旗
満
洲
の
旗
分
と
し
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
ア
イ
シ
ン
園
は
、
パ
ヨ
ト
部
を
、

ジ
ャ
サ
ク
旗
と
八
旗
の
聞
の
二
段
階
の
中
間
形
態
を
経
て
、

結
局
八
旗
満
洲
に
編
入
し
た
の
で
あ

る
。
同
じ
く
内
属
し
た
ウ
ル

l
ト
部
の
地
位
も
同
じ
よ
う
な
襲
遜
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
は
、

ジ
ャ
ル

l
ト
部
へ
の
ア
イ
シ
ン
園
の
劃
躍
で
あ
る
。

そ
の
と
き
停
虜
と
な
ら
ず
、

天
命
一
一
年
に
停
虜
と
な
っ
た
一
部
の
ジ
ャ
ル

l
ト
部
の

天
聴
二
年
に
蹄
順
し
た
大
字
の
者
た
ち
を
、
後
に
ジ
ャ
サ
ク
旗
に
編
成
し
て
い
っ

ア
イ
シ
ン
園
は
、

者
た
ち
を
入
旗
に
編
入
し
、

た
。
し
か
も
、

天
聴
五
年
の
大
凌
河
攻
城
戦
に
お
い
て
は

遣
外
に
残
っ
た
者
た
ち
が
バ

l
リ
ン
・
ジ
ャ
ル

l
ト
部
の
グ
サ
の
構
成
員
と
し

て
、
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
者
た
ち
が
オ
ボ
ン
ド
イ
あ
る
い
は
ウ
ネ
ゲ
の
率
い
る
蒙
古
グ
サ
の
構
成
員
と
し
て
、
立
場
を
異
に
し
な
が
ら
も
、

と

も
に
出
征
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
事
象
は
、
ア
イ
シ
ン
園

・
清
朝
、が、

入
旗
と
ジ
ャ
サ
ク
旗
に
封
し
て
、

そ
の
起
源
か
ら
、

一
つ
の
構
造
を
構
成
す
る
連
績
す

る
部
分
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ハ
ン
と
し
て
の
清
朝
皇
帝
、

八
旗
を
率
い
る
宗
室
の
諸
王
、

ジ
ャ
サ
ク
旗
を
支

- 28ー

配
す
る
外
藩
の
諸
王
と
い
う
清
朝
の
支
配
瞳
制
の
贋
が
り
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
大
清
皇
一一帝
即
位
(
崇

徳
元
年
〉
に
お
い
て
、

理
念
的
な
も
の
が
先
行
し
て
、
入
旗
を
率
い
る
宗
室
の
諸
王

・
ジ
ャ
サ
ク
旗
を
支
配
す
る
外
藩
の
諸
王
と
い
う
関
係
が

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
明
朝
攻
撃
に
必
要
な
軍
事
力
を
引
き
出
す
と
い
う
現
質
的
な
目
的
の
た
め
に
、
天
聴
五
年
時
貼

設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

で
す
で
に
こ
の
よ
う
な
構
想
を
持
つ
に
い
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
大
凌
河
攻
城
戦
に
お
い
て
は
現
買
に
聞
し
て
、

八
旗
と
後
に

ジ
ャ
サ
ク
旗
と
な
る
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
、

そ
れ
に
雨
者
の
中
間
的
な
存
在
で
あ
る
オ
ボ
ン
ド
イ

・
ゥ
、
ネ
ゲ
の
二
軍
圏
、

エ
ン
ゲ
デ
ル

・
ミ
ン
ガ
ン

の
二
軍
圏
を
、
と
も
に
グ
サ
と
い
う
部
陵
編
成
単
位
と
し
て
認
識
し
、
共
同
で
作
戦
行
動
を
取
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
三
ケ
月

に
も
わ
た
っ
て
、
職
場
に
軍
圏
を
釘
附
け
に
す
る
作
戦
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、
こ
の
機
舎
を
利
用
し
て
ア
イ
シ
ン
園
政
権
へ
の
一
瞳
感
を
喚
起

し
よ
う
と
い
う
思
惑
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。



『
噺
亭
雑
録
』
巻
七
、
木
蘭
行
圏
制
度
の
僚
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

〔
木
蘭
は
〕
も
と
翁
牛
特
の
援
る
所
な
り
。
康
照
中
、
藩
王
が
進
献
し
、
以
て
蒐
識
の
所
と
属
す
。
そ
の
地
枇
連
す
る
こ
と
千
里
、
林
木

は
葱
欝
と
し
て
、
水
草
は
茂
盛
し
、
故
に
霊
獣
は
緊
ま
り
て
以
て
挙
畜
す
。
寅
に
天
昇
の
我
が
園
家
講
式
綬
遠
の
匡
た
り
。
故
に
仁
廟
毎

歳
秋
瀬
の
典
を
拳
行
す
。
歴
朝
之
に
因
り
て
、
先
猷
を
縄
法
し
、
永
遠
に
運
行
す
る
な
り
。
其
の
行
聞
の
時
、
蒙
古
の
曙
繭
泌
等
の
諸
藩

の
部
落
が
年
例
に
一
千
二
百
五
十
人
を
以
て
虞
卒
と
魚
し
、
之
を
園
脂
と
謂
い
、
以
て
合
圏
の
役
に
供
せ
し
む
。
中
に
黄
驚
を
設
け
て
中

軍
と
爵
し
、
左
右
の
南
翼
は
紅
・
白
二
隷
を
以
て
分
か
ち
て
之
を
標
識
と
す
。
南
翼
の
末
は
、
園
語
之
を
烏
園
裏
と
謂
い
、
各
々
藍
旗
を

立
て
て
、
以
て
之
を
標
識
と
す
。
皆
中
軍
の
節
制
に
聴
う
。
九
そ
管
圏
の
大
臣
は
、
皆
王
公
大
臣
ら
を
以
て
之
を
領
せ
し
め
、
市
し
て
蒙

古
の
王
・
公
・
牽
士
口
等
を
副
と
な
し
、
南
烏
園
裏
は
則
ち
各
々
巴
園
魯
侍
街
三
名
を
以
て
率
領
し
馳
せ
さ
し
む
。

こ
れ
は
、

熱
河
の
避
暑
山
荘
の
北
四
百
里
の
木
蘭
(
云
ロ
日
ロ
、
現
在
の
河
北
省
園
場
懸
〉
で
、

康
照
一
帝一
が
開
始
し

歴
代
の
清
朝
皇
帝
が
典
雄
と

- 29-

し
て
受
け
纏
い
だ
巻
狩
り
の
方
法
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
三
田
村
泰
助
氏
は
、
中
軍
の
と
こ
ろ
に
ハ
ン
を
お
き
、
紅

・
白
・

藍
旗
の

(
乃
)

ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
巻
狩
り
の
形
式
に
な
る
と
指
摘
し
た
。
た
だ
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
が
巻
狩
り
の
勢

所
に
宗
室
の
ベ
イ
レ
を
置
き
か
え
て
ゆ
く
と

子
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と

ヌ
ル
ハ
チ
時
代
で
は
な
く
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
時
代
の
巻
狩
り
の
形
式
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
巻
狩
り
の
形
式
と
園
H
で
示
し
た
布
陣
を
封
照
す
る
と
、
八
グ
サ
の
位
置
と
グ
サ
の
色
、
八
グ
サ
の
空
隙
を
法
外
の
モ

ン
ゴ
ル
諸
部
兵
が
埋
め
る
と
い
う
布
陣
の
方
式
、
宗
室
の
王
公
と
モ
ン
ゴ
ル
の
王
公
と
に
よ
る
共
同
作
戦
と
い
う
貼
ま
で
、
南
者
は
完
全
に

一

致
す
る
の
で
あ
る
。
俸
統
的
な
巻
狩
り
が
、

モ
ン
ゴ
ル
諸
勢
力
を
取
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
ア
イ
シ
ン
園
の
現
朕
や
、
度
重
な
る
戦
闘
の
経
験

を
踏
ま
え
て
、
『
噺
亭
雑
録
』
に
記
す
よ
う
な
方
式
に
改
良
さ
れ
、
そ
の
改
良
さ
れ
た
巻
狩
り
の
方
式
に
忠
賓
に
従
っ
て
、
天
聴
五
年
に
大
凌

河
攻
城
戦
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
各
狩
り
は
、
現
質
的
な
軍
事
演
習
で
あ
る
と
と
も
に
、
戦
闘
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
参
加
す
る
者
に
一
瞳
感
を
抱
か
せ
る
象
徴
的
な
形
式
的
行
動
、
儀
櫨
で
も
あ
る
。
歴
代
の
清
朝
皇
一
一帝
は
、
大
凌
河
攻
城
職
と
同
一
の
陣

423 

立
て
の
巻
狩
り
を
儀
躍
と
し
て
奉
行
し
、
陣
立
て
の
中
に
込
め
ら
れ
た
上
述
の
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
政
権
構
想
を
参
加
者
で
あ
る
宗
室
の
王
公
・
モ
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ン
ゴ
ル
の
王
公
と
共
有
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
紋
況
が
少
な
く
と
も
、

『
噺
亭
雑
録
』
の
著
者
昭
槌
が
活
躍
し
た
遁

光
年
間
、
す
な
わ
ち
大
凌
河
攻
城
戦
の
約
二

O
O年
後
ま
で
績
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

註(
1
)
 
『
天
聴
五
年
儲
』

一
月
八
日
僚
、

参
照
。

中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
所
蔵
の
『
内
閣
史
院
楢
』
と
穏
さ
れ
る

一
連

の
檎
加
の
う
ち
、
天
聴
五
年
部
分
を
記
録
し
た
も
の
は
四
珊
存
在
す
る

が
、
こ
の
う
ち
分
量
が
最
も
厚
く
内
容
が
充
貸
し
て
お
り
、
編
纂
年
代

が
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
天
聴
五
年
楢
』
(
巻
鋭

O
O四

|
加
鋭
乙
で
あ
る
。
な
お
『
-
誇
編
』
で
は
、
天
聴
元
年
か
ら
五
年
ま

で
と
崇
徳
元
年
の
部
分
が
、

『
老
楢
』
と
重
複
す
る
と
い
う
理
由
で
漢

語
誇
を
掲
載
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
単
に
年
次
が
重
複
す
る
だ

け
で
あ
る
。
『
天
聴
五
年
端
』
と
、
『
老
捲
』
及
び
そ
の
原
由
円
で
あ
る

『
替
機
』
の
天
聴
五
年
部
分
を
比
較
す
る
と
、
重
複
し
な
い
記
載
が
多

い
。
ま
た
重
複
す
る
部
分
を
劉
照
す
る
と
、

『
天
聴
五
年
楢
』
の
塗

抹
・
加
筆
修
正
後
が
『
奮
捲
』
に
受
け
縫
が
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ

う
で
あ
る
。
現
在
、
東
洋
文
庫
で
隔
週
開
催
さ
れ
て
い
る
清
代
史
研
究

舎
で
は
、
こ
の
『
天
聴
五
年
楢
』
を
講
読
し
て
お
り
、
柳
津
明
・
後
藤

智
子
の
爾
氏
が
作
成
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
羽
一
詩
文
は
本
稿
作
成
に
禅
盆
す
る

こ
と
大
で
あ
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
雨
氏
の
謬
文
を
参
照
し
な
が
ら
、

詩
文
の
統
一
の
た
め
、
拙
誇
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

〈

2
〉
た
と
え
ば
、

『
天
聴
五
年
槍
』
九
月
一
日
係
、
参
照
。

(

3

)

清
一
初
の
政
権
が
、
宗
室
の
旗
王
が
領
有
す
る
八
旗
の
連
合
鐙
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
つ
と
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
各
旗
の
レ
ベ
ル

九
九

ま
で
掘
り
下
げ
て
寅
詮
し
た
す
く
れ
た
研
究
に
、
杉
山
清
彦

八
が
あ
る
。

(

4

)

『
天
聴
五
年
楢
』
一

O
月
一
一
一
一
一
日
係
、
参
照
。

(

5

)

楠
木
賢
道
b

一
九
九
九
、
二

0
1一一一一
頁
、
参
照
。

(

6

)

こ
の
こ
と
は
、
つ
と
に
阿
南
惟
敬

一
九
六
六
、
二

O
八
J
二
O
九

頁
で
設
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
漢
軍
の
場
合
で
あ
る
が
、
細

谷
良
夫
一
九
九
四
、

一
七
四
J
一
八

O
頁
は
、
天
聴
朝
の

=mDg=

が
軍
事
的
社
曾
組
織
で
あ
る
旗
で
は
な
く
、
軍
国
を
一
意
味
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

(

7

)

『
奮
楢
』
第
七
加
、
三
四
三
七
J
三
四
三
九
頁
、
天
聴
五
年
七
月
五

日
係
(
『
老
檎
』
太
宗
二
、
五
一

八
1
五
二

O
頁
)
参
照
。
以
下
同
様

に
、

『
奮
楢
」
を
利
用
す
る
場
合
、

(
)
内
に
『
老
捲
』
の
該
蛍
個

所
を
併
記
す
る
。
ま
た
謬
文
の
統
一
を
は
か
る
た
め
、
『
奮
楢
』
を
引

用
す
る
場
合
に
は
、

『
老
楢
』
を
参
照
し
つ
つ
拙
誇
を
用
い
る
。

(
8
〉
楠
木
賢
道
b

一
九
九
九
、
二
八
J
二
九
頁
、
参
照
。

(

9

)

満
洲
語
史
料
の
語
文
内
の
(
)
は
、
筆
者
が
必
要
に
感
じ
て
附
し

た
ロ

ー
マ
字
鵜
篤
で
あ
る
。
以
下
同
様
。

(
叩
)
引
用
史
料
中
の
〔
〕
は
、
筆
者
が
必
要
に
感
じ
て
補
っ
た
部
分
で

あ
る
。
以
下
同
様
。

(
江
〉
『
王
公
表
俸
』
巻
三

O
、
阿
噌
科
爾
泌
部
総
俸
・
各
三

て

翁
牛
特

- 30ー
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部
総
俸
・
巻
三
九
、
四
子
部
落
線
停
、
参
照
。

(
臼
)
『
警
備
咽
』
第
一

O
班
、
五
二
四
五
l
五
二
五
二
頁
、
崇
徳
元
年
一

O

月
二
六
日
篠
(
『
老
橋
』
太
宗
四
、
一
四

O
五

t
一
四
一
二
〉
参
照
。

(
日
〉
『
王
公
表
俸
』
巻
一
七
、
科
爾
泌
部
総
局
師
、
参
照
。

(
日
比
〉
『
奮
楢
』
第
七
加
、
三
四
四

O
頁
、
天
聴
五
年
七
月
九
日
篠
(
『
老

橋
』
太
宗
二
、
五
二

O
頁
)
参
照
。

(
間
以
)
第
二
章
で
掲
げ
る
『
太
宗
賞
録
』
巻
九
、
天
聴
五
年
八
月
七
日
僚
に

あ
ら
わ
れ
る
各
グ
サ
の
主
は
、
天
聴
五
年
時
黙
の
旗
の
主
(
後
の
都

統
〉
と
一
致
す
る
。
阿
南
惟
敬
一
九
六
七
、
二
六
三
頁
、
参
照
。

(
日
川
〉
紳
田
信
夫
一
九
七
二
、
二
ハ
四
J
一
六
五
頁
、
参
照
。

(
ロ
)
阿
南
惟
敬
一
九
六
て
一
八
四
頁
、
及
び
阿
南
惟
敬
一
九
六

六
、
二
四
一
一
具
。

(
日
)
『
天
聴
五
年
楢
』
七
月
二
七
日
係
・
『
奮
捲
』
第
七
加
、
三
四
七
七

頁
、
天
聴
五
年
七
月
二
七
日
係
(
『
老
檎
』
太
宗
二
、
五
二
五
頁
)
参

照。

(
臼
〉
『
奮
楢
』
第
七
加
、
三
四
八
二
J
三
四
八
三
頁
、
天
聴
五
年
八
月
一

日
係
(
『
老
楢
』
太
宗
二
、
五
二
七
J
五
二
八
頁
)
。

(
初
)
楠
木
賢
道
b

一
九
九
九
、
二
八
頁
、
参
照
。

(
幻
)
『
天
聴
五
年
楢
』
八
月
二
日
僚
。
同
様
の
内
容
が
『
沓
橋
』
第
七

節
、
三
四
八
五
i
三
四
八
六
頁
、
天
聴
五
年
八
月
二
日
篠
(『老
楢
』

太
宗
二
、
五
二
八
J
五
二
九
頁
)
に
も
あ
る
。

(

n

)

奮
措
刊
文
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
正
確
に
ロ
ー
マ
字
縛
寓
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
「
ホ
シ
ュ

l
ン
」
の
文
字
を
逐
一
縛
寓
す
る
と

z
r
S
5ロ
ョ
と
な
る
。
こ
れ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
E
A
O
巴
苫
ロ
ョ
を
褒
一一音

に
し
た
が
い
、
替
措
側
文
で
綴
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
天
聴
八
年
以
後
、
外
藩
モ
ン
ゴ
ル

の
旗
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
遊
牧
集
園
の
こ
と
で
あ
る
。

(
お
〉
楠
木
賢
道
b

一
九
九
九
、
二
五
頁
。

(
M
〉
「
パ
ヤ
ラ
」
と
は
ニ
ル
の
甲
土
の
う
ち
、
戟
瞬
時
に
主
将
の
直
接
指

揮
下
に
入
り
、
総
務
備
隊
を
構
成
す
る
者
の
こ
と
で
、
後
に
「
護
軍
」

と
漢
語
誇
さ
れ
る
。

(
お
〉
「
品
百
丘
ハ
」
と
は
、
ニ
ル
の
甲
土
の
う
ち
、
戟
闘
時
に
「
バ
ヤ
ラ
」
以

外
の
一
般
の
兵
士
と
な
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。

(
お
〉
『
天
聴
五
年
檎
』
八
月
三
日
係
。

(
幻
)
『
天
聴
五
年
楢
』
八
月
六
日
篠
・
『
嘗
槍
』
第
七
加
、
三
四
八
六
頁
、

天
聴
五
年
八
月
六
日
係
(
『
老
捲
』
太
宗
二
、
五
二
九
頁
)
参
照
。

(
羽
)
『
天
聴
五
年
楢
』
八
月
八
日
係
・
『
奮
槌
』
第
七
加
、
三
四
八
七

J

三
四
九

O
頁
、
天
聴
五
年
八
月
七
日
篠
(
『
老
捲
』
太
宗
二
、
五
三

O

J
五
一
一
一
一
頁
〉
参
照
。

(
m
U
)

細
谷
良
夫
一
九
九
四
、
一
六
七
J
一
七
二
頁
、
参
照
。

(

m

剖
)
張
E

回
一
潜
・
郭
成
康
一
九
八
八
、
二
六
九
J
二
七
三
頁
、
参
照
。

(
況
)
同
様
の
記
述
が
、
『
奮
檎
』
第
七
節
、
三
五
二
四
J
三
五
二
五
頁
、

天
聴
五
年
九
月
三
日
篠
(
『
老
楢
』
太
宗
二
、
五
五
一

J
五
五
二
頁
)

に
あ
る
。

(
M
M
)

「
惑
の
主
」
と
は
、
パ
ヤ
ラ
を
率
い
る
絡
の
こ
と
で
あ
り
、
後
に

「
護
軍
統
領

(g
工
2
m
m
F
ロ
)
」
と
な
る
。

(
お
)
『
満
洲
賛
録
』
巻
二
、
甲
午
年
僚
、
参
照
。

(
担
)
「
太
租
賓
録
』
巻
二
、
乙
巳
年
係
、
参
照
。

〈
お
)
『
太
租
貫
録
』
巻
二
、
丙
午
年
一
二
月
僚
、
参
照
。

(
叫
山
)
『
奮
楢
』
第
一
朗
、
二
ハ
一
一
貝
、
天
命
二
年
二
月
後
(
『
老
楢
』
太

- 31ー
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租
て
七
七
一
良
)
参
照
。

(
m
U
)

『
奮
捲
』
第
一
加
、

一
六
二
頁
、
天
命
二
年
七
月
保
(
『
老
楢
』
太

租
て
七
八
頁
)
参
照
。

(
お
〉
『
奮
楢
』
第

一
加
、一

九
一

J
一
九
二
一
良
、
天
命
三
年
四
月

一一一
一日

保
(
『
老
楢
』
太
租
て
九
O
J九
一
一
貝
)
多
照
。

(
ぬ
)
『
沓
楢
』
第
二
加
、
六
六
八
J
六
六
九
頁
、
天
命
六
年
五
月

一
四
日

協
同
(
『
老
楢
』
太
租
一
、

一一一一一
六
J
三
二
七
頁
)
参
照
。
『
哲
治
』
第

二
加
、
八
九
九
頁
、
天
命
六
年
一
二
月
二
四
日
係
(
『
老
楢
』
太
租
て

四
五
九
頁
)
参
照
。

(

ω

)

『
奮
楢
』
第
二
初
、
九

O
八
J
九
O
九
頁
、
天
命
七
年
一
月
一
日
後

(
『
老
楢
』
太
租
二
、
四
六
五
頁
)
参
照
。

(
H
U
)

『
沓
楢
』
第
二
加
、
九
一
一一一

J
九
三
二
頁
、
天
命
七
年
一
月
八
日
係

(『
老
楢
』
太
租
二
、
四
七
七
頁
)
参
照
。

(
必
)
『
奮
檎
』
第
二
加
、
一

O
五
七
頁
、
天
命
七
年
三
月
六
日
傑
(
『
老

捲
』
太
租
二
、
五
六
O
J五
六
一
頁
)
参
照
。

(
必
)
『
奮
檎
』
第
三
加
、
一
四
八
七
J
一
四
八
八
頁
、
天
命
八
年
五
月
七

日
係
(
『
老
楢
』
太
租
二
、
七
五
六
J
七
五
七
頁
)
参
照
。

(
必
)
『
奮
楢
』
第
四
加
、一

六
六
三
頁
、

天
命
八
年
七
月
三
日
係
(『老

機
』
太
極
二
、八一一一一一一
J
八
三
四
頁
)
参
照
。

(
必
)
『
奮
楢
』
第
四
加
、

一
七
七
九
J
一
七
八

O
頁
、
天
命
九
年

一
月一

日
後
(
『
老
楢
』
太
租
二
、
八
八
一
頁
)
参
照
。

(
必
〉
『
新
聞
楢
』
第
四
加
、
一
七
九
六
頁
、
天
命
九
年

一
月
七
日
係
(
『
老

指
』
太
租
二
、
八
九

O
頁
)
参
照
。

(
U
〉
張
菅
藩
・
郭
成
康

一
九
八
八
、
二
六
六
頁
、
参
照
。

(
必
)
『
奮
檎
』
第
四
加
、
一
七
九
三
J
一
七
九
四
頁
、
天
命
九
年
一
月
六

日
燦
(
『
老
倦
』
太
租
二
、
八
八
八
J
八
八
九
頁
)
参
照
。

(
必
〉
『
奮
捲
』
第
四
加
、
一
八
一
六
J
一
八
一
八
頁
、
天
命
九
年
一
月
一

七
日
燦
(
『
老
繍
』
太
租
二
、
九
O
一
J
九
O
三
頁
)
参
照
。

(
印
)
『
替
機
』
第
四
加
、一

八
一
八

・一

八
二
九
J
一八一
ニ
O
頁
、
天
命

九
年
一
月
二

O
日
・
二

一
日
燦
(
『
老
儲
』
太
租
二
、
九

O
三

・
九
O

八
J
九
O
九
頁
)
参
照
。

(
日
)
『
奮
楢
』
第
八
加
、
三
七
二
七
J
三
七
三

O
頁
、
天
聴
六
年
二
月
二

九
日
燦
(
『
老
僧
』
太
宗
二
、
七
一
五
J
七
一
九
頁
)
参
照
。

(
臼
)
張
E

日
藩
・
郭
成
康

一
九
八
八
、
二
六
七
J
二
六
八
頁
、
参
照
。

(
臼
)
張
耳
目
落
・
郭
成
康
一
九
八
八
、
二
七
三
J
二
八
四
頁
、
参
照
。

(
M
)

『
初
集
』
巻
一
四
七
、
関
心
格
得
爾
額
鮒
・
袈
努
克

・
額
爾
克
代
青

・

葬
古
爾
岱

・
満
珠
習
躍
停
、
及
び
『
通
譜
』
巻
六
六
、
恩
絡
徳
爾
額
鮒

停
、
参
照
。

(
お
)
『
初
集
』
各

一
四
七
、
恩
格
得
爾
額
鮒
停
、
参
照
。

(
回
)
松
浦
茂
一
九
八
四
、
一

O
五
J
一一

八
頁
、
参
照
。

(
貯
)
『
太
宗
貫
録
』
巻
一
四
、
天
聴
八
年
三
月
六
日
係
・
松
浦
茂
一
九

八
四
、
一
一
五
頁
、
参
照
。

(
回
)
『
世
祖
寅
録
』
巻
九
、
順
治
元
年
一

O
月
甲
午
(
一
O
日
)
燦
・
松

浦
茂

一
九
八
四
、
一
一
五
頁
、

参
照
。

(
印
〉
『
世
租
質
録
』
巻
三
五
、
順
治
四
年
一
二
月
甲
申
(
一
八
日
)
保
・

松
浦
茂
一
九
八
四
、
一
一
五
頁
、
参
照
。

(
印
)
『
逼
譜
』
各
六
六
、
恩
格
徳
爾
額
尉
停
・
『
醤
捲
』
第

一
O
加
、
四

八
四
七
頁
、
崇
徳
元
年
五
月
二
九
日
係
(
『
老
楢
』
太
宗
三
、
一

O
八

三
頁
)
参
照
。

〈
日
)
『
初
集
』
巻

一
四
七
、
額
爾
克
代
青
停
、
参
照
。
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(
臼
〉
『
初
集
』
巻
一
四
七
、
嚢
努
克
停
・
『
逼
譜
』
巻
六
六
、
恩
格
徳
爾

額
尉
停
、
参
照
。

(
臼
〉
『
世
租
貧
録
』
巻
七
四
、
順
治

一
O
年
四
月
了
巴
(
二
一
一
日
)
係
、

参
照
。

(
臼
)
『
初
集
』
巻
一
八
六
、
覇
奔
俸
・
『
逼
譜
』
巻
六
六
、
巴
閑
・
阿
爾

護

・
布
魯
海
・
班
弟
俸
、
参
照
。

〈
臼
)
楠
木
賢
道

一
九
九
九

a
、
四
八
J
四
九
頁

・
楠
木
賢
道
一
九
九

九
b
、
一
一
八
i
三
O
頁
、
参
照
。

(印
V

岡
洋
樹
一
九
九
四
、
五
五
J
五
七
頁
・
岡
洋
樹
一
九
九
八
、
一

三
二

l
ご
ニ
六
頁
、
参
照。

(
同
町
〉
『
奮
楢
』
第
一

O
加
、
四
七
六一

J
四
七
六
二
頁
、
崇
徳
元
年
四
月

一一一一一日
係
(
『
老
楢
』
太
宗
三
、
一

O
一
四
J
一
O
二
ハ
頁
)
参
照
。

(
伺
)
『
奮
楢
』
第
六
加
、
二
五
六
九
頁
、
天
聴
元
年

一
月
九
日
俊
(
『
老

檎
』
太
宗
一
、
六
頁
)
参
照
。

〈
印
〉
『
奮
楢
』
第
六
加
、
二
八
二
ニ
J
二
八
一
五
頁
、
天
聴
二
年
四
月
二

五
日
傑
(
『
老
檎
』
太
宗
一
、
二
一
九
頁
)
参
照
。

(
刊
川
〉
『
醤
檎
』
第
六
加
、
二
八
六
一

J
二
八
六
二
頁
、
天
聴
二
年
一
二
月

一
日
係
(
『
老
構
』
太
宗

一
、
一
九
二
頁
)
参
照。

(
九
)
田
山
茂
一
九
五
四
、
七
七
頁
、
参
照
。

(η
〉
『
奮
稽
』
第
六
加
、
二
八
六
九
J
二
八
七
一
頁
、
天
聴
三
年
一

O
月

四
J
六
日
係
(
『
老
楢
』
太
宗

て
二
三

0
1一一一一
一
一
頁
)
参
照
。

(
同
日
〉
『
沓
檎
』
第
八
加
、
三
七
七
四
・
三
七
八
七
J
三
七
八
八
頁
、
天
聴

六
年
五
月
一
八
日
・
六
月
七
日
・
七
月
一
七
日
係
〈
『
老
楢
』
太
宗
二
、

七
六
八
J
七
六
九
・
七
八
二
J
七
八
五
・
八
二
七
頁
〉
参
照
。

〈
丸
)
矢
野
仁
一

一
九
二
五
、
七
六
頁

・田
村
賞
造
一
九
四
四
、

二
五

頁
・
田
山
茂
一
九
五
四
、
七
八
・
八
七
頁
、
参
照
。

〈
万
)
田
山
茂
一
九
五
四
、
七
九
J
八
O
頁
、
参
照
。

〈
河
)
『
王
公
表
俸
』
各
三
、
巴
林
部
表
・
礼
噌
特
部
表
、
参
照
。

(
作
〉
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
八
旗
に
編
入
さ
れ
た
ジ
ャ
ル
l
ト
部
の
首

長
麿
は
、
内
属
し
た
の
ち
直
接
、
銀
資
旗
に
編
入
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
少
な
く
と
も
、
一
旦
正
藍
旗
の
構
成
員
と
な
り
、
そ
の
後
、
鍍
賀

旗
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
こ
の
部
分
の
論
震

は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

〈
市
)
『
逼
譜
』
巻
六
六
、
札
魯
特
地
方
博
爾
済
士
ロ
特
氏
の
僚
、
参
照
。

(河〉

一
二
田
村
泰
助
一
九
三
六
、
四
八
五
i
四
八
六
頁
。

文
献
表

『
初
集
』

『
奮
槍
』

『老

捲
』同

『
満
洲
寅
録
』

『
世
租
賓
録
』

『
太
宗
貫
録
』

『
太
租
賓
録
』

『
天
聴
五
年
捲
』

ーョ官

通

諮
Ib 

『
八
旗
遁
志
初
集
』

『
奮
満
洲
楢
』
(
全

一
O
加
、
園
立
故
宮
博
物
院
、

九
六
九
)

満
文
老
檎
研
究
命
戸
譲
註
『
満
文
老
檎
』
(
全
七
加
、
東

洋
文
庫
、
一
九
五
五
J
一
九
六一二〉

『
大
清
歴
朝
賓
銭
』
所
枚

『
大
清
世
租
章
皇
帝
賃
録
』
(
『
大
清
歴
朝
寅
録
』
所

枚
)『

大
清
太
宗
文
皇
帝
賞
録
』
(
順
治
初
纂
満
文
本
〉

『
大
清
太
租
武
皇
帯
一
賃
銭
』
〈
順
治
重
修
溺
文
本
〉

中
圏
第
一
一
歴
史
捲
案
館
所
蔵
『
内
園
史
院
楢
』
巻
鋭

O

O
四

l
m鋭
一
機
筋

『
八
旗
満
洲
氏
族
遁
譜
』
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牧
)『

欽
定
外
藩
蒙
古
田
部
王
公
表
停
』

全
書
』
所
牧
)

昭
槌
『
噺
亭
雑
録
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八

O
、
評
貼

校
訂
)

中
圏
第
一
歴
史
捲
案
館
編
『
清
初
内
閣
史
院
満
文
檎
案

謬
編
』
上
(
光
明
日
報
出
版
社
、
一
九
八
九
)

『
王
公
表
俸
』

(
『
文
淵
閣
四
庫

『噺
亭
雑
録
』

『謬

編
b 

阿
南
惟
敬
一
九
六
一
「
清
初
の
甲
土
に
関
す
る
考
察
」
(
『
歴
史
教
育
』

八
ー
一
一
↓
『
清
初
軍
事
史
論
考
』
甲
陽
書
房
、
一
九
八

O〉

阿
南
惟
敬
一
九
六
六
「
満
洲
八
旗
園
初
ニ
ル
の
研
究
」
(
『
防
衛
大
皐
校

紀
要
人
文
・
祉
舎
科
皐
縞
』
一
三
↓
『
清
初
軍
事
史
論
考
』
甲
陽
書
房
、

一
九
八

O〉

阿
南
惟
敬
一
九
六
七
「
清
初
固
山
額
員
年
表
考
」
(
『
防
衛
大
皐
校
紀
要

人
文
・
祉
曾
科
四
月
干
編
』
一
五
↓
『
清
初
軍
事
史
論
考
』
甲
陽
書
房
、
一
九

八
O
)

細
谷
良
夫
一
九
九
四
「
烏
員
超
恰
(
八
旗
漢
軍
)
の
固
山
(
旗
)
」
(
『
松

村
潤
先
生
古
稀
記
念
清
代
史
論
叢
』
、
一
九
九
四
)

神
田
信
夫
一
九
七
二
「
満
洲
(
F
白
白
と
ロ
)
園
鋭
考
」
(
『
山
本
博
士
還
暦

記
念
東
洋
史
論
叢
』
山
川
出
版
社
)

楠
木
賢
道
一
九
九
九

a

「
清
初
、
入
関
前
に
お
け
る
ハ
ン
・
皇
一帝
と
ホ

ル
チ
ン
部
首
長
居
の
婚
姻
関
係
」
(
『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一
四
)

楠
木
賢
道
一
九
九
九
b

「
天
聴
年
聞
に
お
け
る
ア
イ
シ
ン
園
の
内
モ
ン

ゴ
ル
諸
部
に
制
到
す
る
法
支
配
の
推
移
」
(『祉
舎
文
化
史
皐
』
四

O
)

松
浦
茂
一
九
八
四
「
天
命
年
閲
の
世
職
制
度
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
四
二
|
四
)

三
田
村
泰
助
一
九
一
一
一
六
「
満
珠
園
成
立
過
程
の
一
考
察
」
(
『
東
洋
史
研

究
』
一
一
|
一
一
↓
『
清
朝
前
史
の
研
究
』
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六
五
)

岡
洋
樹
一
九
九
四
「
清
朝
園
家
の
性
格
と
モ
ン
ゴ
ル
王
公
」
(
『
史

満
』
二
ハ
)

岡

洋

樹

一

九

九

八

J
d
o
玄
g
m
o
z
g《

t
r
o
o
-口
問
。
『

E
日々日

↓r
o
Z
0
1
r
〉
白
山
曲
口
吻
2
2
3
0向
。

z
m
河口

-00ぐ
2
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O
H
M
問O
E
曲・
3

、H，
R
H
g
r
F
J問
。
回
目
同
三
曲
同
国
仏
国
町
。

rFormw
。
p・
同

叩

R
G
h
h
。
¥
叫
ヨ
、
hgha

」、。

3
E足
。
話
。
¥
同
居
内
切
角
。
、
HtQhH
弘
之
ぬ
誌
の
。
雪
之
、
hGh・
。
g
z『
O
同

z
o
z
r
o曲
目
昨
〉
色
白

ω門口内
r
o
p
、『
ororロ
C
巳〈
O
円
日

F
u、.

杉
山
清
彦
一
九
九
八
「
清
初
正
藍
旗
考
|
|
姻
戚
関
係
よ
り
み
た
旗
王

権
力
の
基
礎
構
造
|
|
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一

O
七
|
七
)

田
村
寅
進
一
九
四
四
「
清
朝
の
蒙
古
統
治
策
」
(
『
異
民
族
の
支
那
統
治

研
究
|
|
清
朝
の
透
境
統
治
政
策
』
、
至
文
堂
)

田
山
茂
一
九
五
四
『
清
代
に
於
け
る
蒙
古
の
祉
舎
制
度
』
(
文
京
書

院
)

矢
野
仁
一
一
九
二
五
『
近
代
蒙
古
史
研
究
』
(
弘
文
堂
書
房
)

張
育
藩
・
郭
成
康
一
九
八
八
『
清
入
関
前
園
家
法
律
制
度
史
』

人
民
出
版
社
)
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THE COMPOSITION OF THE AISIN REGIME AS SEEN

FROM THE BATTLE FOR DALINGHE IN THE FIFTH

　　　　　　　

YEAR OF THE TIANCONG ERA

　　　　　　　　　　

KUSUNOKI Yoshimichi

　　

The Aisin army thatlaid siege to Dalinghe 大凌河in the fifthyear of

the Tiancong天聴era ("1631) was composed of seventeen divisions. The

army was composed of eight Manchu divisions organized under the eight

banners

　

八旗, four divisions composed of Mongol battalions from un-

incorporated tribes,and another four divisions of an intermediate status

of which two were　composed of Mongols warriors who had pledged

allegiance individually, and two divisions of troops from tribes that had

submitted en masse, and ａ single division of Chinese troops who were

assigned the specialtask of serving as an artilleryunit.

　　

Hong Taiji considered these seventeen disparate divisions as integral

units of the same force and deployed them jointly in strategicmaneuvers

in an organized manner.　Hong Taiji aimed to strengthen his control over

the Mongols by mobilizing their various forcesinｅχpeditionsin which they

were forced to conform to the military tacticsand disciplineimposed on the

Aisin forces. It seems, moreover, thatin conducting siege warfare,keeping

his seventeen divisions entrenched in one location forａlengthy time, and

having them operate together, Hong Taiji attempted to arouse ａ sense of

unity with the Aisin regime.

　　

The Qing regime after coming to power　in　the　first year of the

Ｃｈｏｎｇｄｅ崇徳era(1636) gradually concentrated on ａ structure in which

the emperor's authority was located in ａ center surrounded by the eight

banners headed by the imperial princes, encircled by the jasaq banners札薩

克旗headed by the Mongolian princes of the outer provinces, however,

considering the composition of the forces besieging Dalinghe and Hong

Taiji's tactics,it may be concluded that Hong Taiji had already conceived

of this structure as early as Tiancong ５. 1t can also be concluded that

Hong Taiji came to conceive of this structure as a practical method of

attracting sufficientmilitary power to fulfillhis object of attacking the
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Ming.

　　

The

　

conception

　

of

　

government

　

originated

　

by

　

Hong

　

Taiji

　

was

incorporated into the ceremony of the royal hunts conducted by subsequent

Qing emperors down to the end of the dynasty･

ON THE CONCEPT OF BUDDHIST GOVERNMENT HELD

　　

IN UNIVERSALLY HIGH REGARD BY DGA' LDAN,

　　

QALQ･A, TIBETAN AND QING DYNASTIES： BASED

　　

ON Ａ CRITICAL ANALYSIS OF THE MONGOL AND

　　

CHINESE EDITIONS OF THE SHUO MO IりiNG£む£

　　　　　　　　　　　　　　　　

朔漠方略

　　　　　　　　　　　　　

ISHIHAMA Yumiko

　　

By first comparing the Manchu edition of Ｑｉｎｄｉｎｇｐｉｎｇｄｉｎｇｓhｗｏｍｏ

ｆａｎｇ ｌ加欽定平定朔漠方略(hereafter Shｕｏ ｍｏ） known as the £りＥ

ｄａｉｌａｍｅ■ｗａｒｉ

Manchu, with the primary Manchu tｅχt included in the Ｇｏｎｇｚｈｏｎｇｄａｎｇ

宮中槽，I learned that the Manchu edition of the Skｕｏ ｍ.０quotes passages

that match the primary source word for word. Furthermore, comparing the

Mongol edition of the Shｕｏ ｍｏwith the corresponding passages from the

primary source incorporated in the Ｍｅｎｇ-ｗｅｎｌａｏｄａｎｇ蒙文老槽, it became

clear that the passages do not correspond. As there are many points that

lead to the conclusion that the Manchu edition of the Shｕｏ ｍｏ is ａ

relatively faithful redaction, it can be concluded that the Mongol edition of

the Shuo mo is ａ translation of the Manchu version.

　　

Moreover, when the Chinese edition of the Shｕｏ ｍｏ ＩＳcompared with

the Manchu edition, it becomes clear that terms of Mongol and Tibetan

derivation have not been　correctly　translated　in　the　Chinese　edition.

Judging from this and the fact that several different Chinese words are

used to translate ａ single word in various locations in the tｅχt，l have

indicated that the meaning of concepts of Tibetan and Mongolian origin

cannot be correctly understood from the Chinese edition. In other words,

we may conclude that from among the Manchu, Mongol, and Chinese
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